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科学技術・学術審議会関係法令

 １ 文部科学省設置法 （抄）（平成１１年７月１６日法律第９６号） 

第六条 本省に、科学技術・学術審議会を置く。 

第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 

イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項

ロ 学術の振興に関する重要事項

二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。 

三 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事

項を調査審議すること。 

四 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。 

五 前２号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。 

六 技術士法 （昭和五十八年法律第二十五号）の規定によりその権限に属させられた事項を処

理すること。 

２ 前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技

術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 

 ２ 科学技術・学術審議会令 （平成１１年６月７日政令第２７９号） 

（組織）  

第一条 科学技術・学術審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ

る。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

（委員等の任命）  

第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

（委員の任期等）  

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任

されるものとする。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され

るものとする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（会長）  

第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 
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（分科会）  

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会

の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

名称 所掌事務 

研究計画・評価分科会 一 科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進 

に関する重要事項を調査審議すること。 

二 科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の 

企画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。 

三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する 

重要事項（前二号に掲げる事務に係るものに限る。）を調査審議 

すること。  

資源調査分科会  資源の総合的利用に関する重要事項（他の府省の所掌に属するも

のを除く。）を調査審議すること。  

学術分科会 学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。 

海洋開発分科会  海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議するこ

と。 

測地学分科会  測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審

議すること。 

技術士分科会 一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。 

二 技術士法 （昭和五十八年法律第二十五号）の規定により審議 

会の権限に属させられた事項を処理すること。 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が

指名する。 

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができ

る。 

（部会）  

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、

分科会長）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。 

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その

定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

（幹事）  

第七条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務（学術分科会に係るものを除く。）について、委員、臨時委員及

び専門委員を補佐する。 

４ 幹事は、非常勤とする。 

2



- 3 -

（議事）  

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、

議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

（資料の提出等の要求）  

第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（庶務）  

第十条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理す

る。ただし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局企

画評価課において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課

において文部科学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについて

は文部科学省研究開発局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省

研究開発局地震・防災研究課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技

術・学術政策局人材政策課において処理する。 

 （雑則）  

第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

 附 則  

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

附 則（平成十五年三月二十八日政令九十八号） 抄 

 （施行期日） 

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成二五年六月二六日政令第一八九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 
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科学技術・学術審議会運営規則

（平成１３年２月１６日 科学技術・学術審議会決定、平成１９年２月１日一部改正、

平成２３年５月３１日一部改正、平成２５年２月１９日一部改正、平成２９年３月１４日

一部改正、平成３１年３月１３日一部改正、令和２年８月５日一部改正）

（趣旨）

第１条 科学技術・学術審議会（以下「審議会」という ）の議事の手続その他審議会。

の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令（平成１２年政令第２７９号）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

（審議会）

第２条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

（書面による議決）

第３条 会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案

の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果

をもって審議会の議決とすることができる。

２ 前項の規定により議決を行った場合、会長が次の会議において報告をしなければな

らない。

（分科会）

第４条 分科会の会議は、分科会長が招集する。

２ 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

３ 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に

付託することができる。

４ 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決

を経る必要がないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすること

ができる。

５ 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右

欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事 項 分 科 会

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針に係る事 研究計画・評価分科会
項

我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項 測地学分科会

科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 学術分科会

１．技術士法（昭和５８年法律第２５号）の規定により審議 技術士分科会
会の権限に属させられた事項

２．技術士試験の試験方法及び実施に関する事項
３．技術士試験の試験科目及び受験資格（試験科目の免除を
受ける資格を含む ）に関する事項。
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、 、６ 前２項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは 分科会長は

次の審議会にその内容を報告するものとする。

７ 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な

事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

（審議会に置かれる部会）

第５条 審議会に置かれる部会（以下「部会」という ）の名称及び所掌事務は、会長。

が審議会に諮って定める。

２ 部会の会議は、部会長が招集する。

３ 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

４ 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に

付託することができる。

５ 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を

経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることがで

きる。

６ 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の

審議会にその内容を報告するものとする。

７ 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項

は、部会長が部会に諮って定める。

（委員会）

第６条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委

員会を置くことができる。

２ 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という ）は、会。

長が指名する。

３ 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、

これに当たる。

４ 主査は、当該委員会の事務を掌理する。

５ 委員会の会議は、主査が招集する。

６ 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。

７ 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ

指名する者が、その職務を代理する。

８ 主査は、委員会における調査の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な

事項は、主査が委員会に諮って定める。

（会議の公開）

第７条 審議会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

一 会長の選任その他人事に係る案件

二 行政処分に係る案件

三 前２号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の

円滑な実施に影響が生ずるものとして、審議会において非公開とすることが適当で

あると認める案件

（議事録の公表）

第８条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

２ 審議会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が審議

会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。
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（Web会議システムを利用した会議への出席）

第９条 会長が必要と認めるときは、委員は、Web会議システム（映像と音声の送受信

により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議シス

テムをいう。以下同じ ）を利用して会議に出席することができる。。

２ Web会議システムを利用した委員の出席は、科学技術・学術審議会令第八条第１項

及び第２項の規定による出席に含めるものとする。

３ Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場

合、当該Web会議システムを利用して出席した委員は、音声が送受信できなくなった

時刻から会議を退席したものとみなす。

４ Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わ

なければならない。

なお、第７条により会議が非公開で行われる場合は、委員以外の者にWeb会議シス

テムを利用させてはならない。

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に

関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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科学技術・学術審議会海洋開発分科会運営規則 

 

平成 13年４月９日海洋開発分科会決定 

平成 19年３月６日一部改正 

令和元年６月６日一部改正 

令和３年５月 19日一部改正 

 

第１条 科学技術・学術審議会海洋開発分科会（以下「分科会」という。）の議事の手続そ

の他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令（平成 12 年政令第 279

号。）及び科学技術・学術審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところ

による。 

 

第２条 分科会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事

案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結

果をもって分科会の議決とすることができる。 

２ 前項の規定により議決を行った場合、分科会長が次の会議において報告をしなければ

ならない。 

 

第３条 分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員

会を置くことができる。 

２ 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）は、分科会

長が指名する。 

３ 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、

これに当たる。 

４ 主査は、当該委員会の事務を掌理する。 

５ 委員会の会議は、主査が招集する。 

６ 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 

７ 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する。 

８ 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。 

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事

項は、主査が委員会に諮って定める。 

 

第４条 分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。 

 一 分科会長の決定その他人事に係る案件 

 二 行政処分に係る案件 

 三 前２号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円

滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当である

と認める案件 

 

第５条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。 

２ 分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分
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科会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。 

 

第６条 分科会長は、必要があると認められたときは、学識経験者及び関係行政機関の職

員を臨時に出席させることができる。 

 

第７条 分科会長が必要と認めるときは、委員等は、Web会議システム（映像と音声の送受

信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議

システムをいう。以下同じ。）を利用して会議に出席することができる。 

 ２ Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第８条第３項

の規定による出席に含めるものとする。 

 ３ Web 会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場

合、当該 Web 会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなっ

た時刻から会議を退席したものとみなす。 

 ４ Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わな

ければならない。 

   なお、第４条により会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者に Web 会議シ

ステムを利用させてはならない。 

 

第８条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し

必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 
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序 文 

平成 15 年 10 月に統合国際深海掘削計画（ＩＯＤＰ）が、18 年間取り組まれ大きな成果を

挙げてきた国際深海掘削計画（ＯＤＰ）後の新しい計画として、日米の主導により開始された。

平成 17 年 7 月には、ＩＯＤＰの主力掘削船となり、日本が世界に誇る最先端の科学掘削船

「ちきゅう」が完成し、現在、操船訓練、噴出防止装置の設置訓練等が行なわれている。また、

「ちきゅう」は日本各地で一般に公開され、既に約 4 万 5 千人の方々が見学に訪れており、

その関心の高さが窺える。今後は、本格的な掘削訓練等を経て、平成 19 年よりＩＯＤＰにお

ける国際運用を開始することとなっており、本計画も新たな段階を迎えることとなる。 

本計画は、地球環境、災害防止、資源問題等の社会的課題の解決への貢献についても

大きな期待を受けるとともに、大きな予算が投入されており、常に適切に評価を受けながら

進められることが必要である。 

 本中間評価においては、本計画が我が国にとって科学的及び社会的に意義が高いもの

であり、本計画に関する取組みは、科学的・社会的ニーズ等を踏まえ、関係各機関により適

切に行なわれてきたと認められた。一方、いくつかの課題も指摘された。特に、研究体制に

ついては、必要な研究推進組織が構築されたと評価できるものの、ＩＯＤＰの根幹となる掘削

計画の提案等関連研究活動については課題があり、引き続き改善に向けて努力が必要で

あるという議論が行なわれた。 

 今後は、本計画の成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献していくために、関係者が更

に協力し、本報告書の評価結果に適切に配慮しつつ、計画推進により一層取り組むことが

不可欠である。本計画は多くの省庁、大学・試験研究機関、参加各国との協力のもとに進め

られなければならないことから、関係行政機関等においても、海洋科学技術及び地球科学

技術を総合的に推進するために必要な措置が講じられることを今改めて要請したい。 

 また、本計画の推進により、関連分野の科学技術にも飛躍的発展をもたらすとともに、次世

代の研究者及び技術者に新たな活躍の場を提供していくことを期待したい。 

 平成 18 年 2 月 1 日 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会 

   深海掘削委員会 主査 

   田中 正之 
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概 要 

１．評価の対象 

深海地球ドリリング計画について、平成 10年 12月の航空・電子等技術審議会による事

前評価を踏まえ、それ以降の本計画関係者の取組みについて中間的な評価を行った。 

２．評価の実施体制と方針 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会深海掘削委員会が評価を行い、報告書をとり

まとめた。評価にあたっては、深海掘削委員会に設置した評価小委員会が報告書案を作

成した。評価小委員会は、深海掘削委員会委員の中から深海地球ドリリング計画に直接

的に関与しない委員によって構成され、「文部科学省における研究及び開発に関する評

価指針」に基づき、評価に取り組んだ。 

３． 深海掘削の経緯 

深海掘削は 1959 年マントルへの到達を目標とする「モホール計画」の提唱を起源とし、

米国によって取り組まれてきたが、1975 年からは、米国主導の国際プロジェクトとなり、我

が国も参加してきた。これまで深海掘削は、プレートテクトニクスの証明等地球科学の発

展において重要な役割を果たした。2003 年 10 月からは、統合国際深海掘削計画（ＩＯＤ

Ｐ）が我が国と米国の主導によって開始された。 

４． 航空・電子等技術審議会による事前評価の確認 

航空・電子等技術審議会による事前評価（平成 10 年 12 月）の結果として、本計画は、

科学的、技術的及び社会的意義が大きいものであることから、我が国が地球深部探査船

「ちきゅう」を建造し、ＩＯＤＰを推進することとなった。今回の中間評価においては、この結

果について、現在においても妥当であることを確認した。 

５． 事前評価後の深海地球ドリリング計画に対する評価 

５．１．１ 地球深部探査船に関する取組みについて 

（１）「ちきゅう」の建造

「ちきゅう」はライザー掘削方式等の採用によって、事前評価で適当とされた性能を満足

する船となっている。今後、国際運用に向けて着実に準備を進め、さらに、科学者のニー

ズに応え、地殻とマントルとの境界を貫くため、機器開発及び運用技術の検討を行なって

いくことで、水深 4,000ｍ級での大深度掘削の実現に向けて取り組むべきである。 

「ちきゅう」の建造については、我が国に技術力が蓄積するような建造形態を確保しつ

つ、適切な体制で建造されたと認められる。 
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（２）「ちきゅう」及び関連施設の運用環境

「ちきゅう」の運用環境は、その艤装に携わり、十分な実績を有する国内外の会社の人

材が配置されることにより、円滑な運用に必要な体制が備えられている。また、安全管理

システムの導入、事前調査としての地質の把握等により、安全な運用のための総合的な

体制が適切に構築されている。 

「ちきゅう」の船上研究支援体制の整備については、専門家の意見を反映しつつコアを

適切に処理し、解析できるよう取り組まれている。高知大学海洋コア総合研究センターに

ついても、ＩＯＤＰ等により採取されたコアの適切な保存・解析に必要な整備が行われてい

る。 

５．１．２ ＩＯＤＰの構造と我が国の取組みについて 

（１）ＩＯＤＰの意義

IＯＤＰの科学目標は地球環境変動解明、地球内部構造解明及び地殻内生命探求を

三大テーマとしたもので、我が国の国民の関心も高いと思われる地震発生機構等の理解

を含めた地球と生命に関する広範囲な科学分野に大幅な前進をもたらすと考えられる。 

また、ＩＯＤＰで日米欧の複数の掘削船を用いることは、掘削の目的等に応じた計画的

運用を可能とし、科学目標を効率的に達成するために適切な体制となっている。 

ＩＯＤＰにおける「ちきゅう」の運用により、地震発生予測及び緊急通報による地震防災、

気候変動モデルの検証による将来予測の精密化等の科学的成果を用いた実用分野の

発展が期待され、我が国の社会・経済に対する波及的効果も大きい。 

（２）ＩＯＤＰ主導国としての我が国の取組み

ＩＯＤＰにおいて、日米は重要事項の決定について、同等に主導できることとなっており、

ＩＯＤＰの枠組みの構築に係る取組みは評価できる。ＩＯＤＰを国際的なプロジェクトとして

発展させることは、主導国である我が国の課題であり、今後も、積極的に諸外国に参加を

働きかけるべきであるが、我が国の貢献に見合う科学的・技術的成果が十分に還元され

るよう、戦略的に取り組むことも必要である。 

我が国は、「ちきゅう」及び海洋コア総合研究センターをＩＯＤＰに提供することで、強く

その存在をアピールできている。今後はこれらハードの活用を含むソフト面で参加各国を

リードしていくことが重要である。

我が国の研究者は関連会合に数多く参加しており、その活動は業績として高く評価さ

れるべきである。今後は、会合においてより積極的に参加できる体制の確立及び会合へ

の派遣の継続による人材育成が必要である。また、我が国の研究者が IODP の研究航海

に参加し、共同首席研究者として活動していることは評価できる。乗船研究は、関連研究

推進等の観点から最も重要な活動の一つであり、継続して参加できるよう一層配慮される

べきである。 
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（３）国内におけるＩＯＤＰ関連研究の推進体制 

海洋研究開発機構（以下「機構」という）内でのＩＯＤＰ関連研究を我が国の中心として

総合的に推進する組織の設置、日本地球掘削科学コンソーシアム（Ｊ－ＤＥＳＣ）の設立、

国内統一目標の策定等ＩＯＤＰを主導するための研究体制の構築が進められ、継続的な

検討が行われており、これらの活動に研究者が主体的に取り組んでいる。今後も、研究者

の活動の円滑化及び活性化に努めるべきである。 

しかし、必要な事前調査費の確保等の問題のために、掘削計画の提案というＩＯＤＰの

根幹となる活動において、我が国はリードできていないことから、新規の掘削計画開拓の

ための研究を担う競争的資金及び我が国がＩＯＤＰ主導国としての責務を果たすための活

動を担う経常的な予算措置による研究支援体制について早急に検討する必要がある。 

 

５．１．３ 人材の育成について 

機構及びＪ－ＤＥＳＣは、研究者の経験蓄積の促進、大学・研究機関におけるＩＯＤＰ関

連活動への理解に繋がる活動等研究者の育成に取り組んでいる。今後は、次代のＩＯＤＰ

をリードする研究者の育成のため、若手研究者の乗船研究機会の拡大及び興味を喚起

するアウトリーチ活動に一層取り組んでいくことが重要である。 

また、機構は、米国の掘削船への乗船を支援することで技術者を育成してきた。ライ 

ザー掘削技術については、海底油田の探査のために開発され、発展してきたものである

ことから、我が国が遅れていることは事実であり、欧米の優れた掘削技術の我が国への移

転に早急に取り組むことが必要である。 

さらに、我が国のＩＯＤＰにおけるプレゼンスの向上及び国内研究者組織運営のため、

科学的知識を持ちながら国内外の機関でマネジメントに従事する人材の育成が課題であ

る。 

 

５．１．４ 国民への説明について 

「ちきゅう」の必要性及びＩＯＤＰの科学的成果に関する理解はもとより、科学技術の理

解増進及び活性化を図る活動が行なわれている。今後は完成した「ちきゅう」を活用し、

国民の関心の高いプロジェクトとして認知されるよう努力すべきであり、特に、中高生を対

象とした教育的な観点からの広報等に継続的に取り組んでいくことが必要である。 

さらに、ＩＯＤＰ推進を通じて育成された人材の産業界での活躍の場の提供等が実現す

るよう努力すべきである。 

 

５．２ 総合評価 

本計画は、現在も科学的及び社会的に意義が高いものであり、関係各機関により適切

に進められてきていると認められる。よって、我が国が本計画を推進することは極めて有

意義であると評価できる。今後は、その成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献してい

くために、関係者がさらに協力し、計画推進により一層取り組むべきである。 

ただし、引き続き関連研究活動における課題の改善に向けた努力が必要である。 
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１．評価の対象 

 

深海地球ドリリング計画を対象とする。深海地球ドリリング計画とは、以下の３要素から

構成されるものである。 

・ 国際深海掘削計画（Ocean Drilling Program：ＯＤＰ）で用いられていた科学掘削船の

技術的限界を越える能力を持つ、地球深部探査船（ライザー掘削船）及び関連技術

を開発する。 

・ 日本の地球深部探査船と米国の従来型掘削船等が相互補完する統合国際深海掘

削計画（Integrated Ocean Drilling Program:ＩＯＤＰ）を推進する。 

・ ＩＯＤＰによって得られたコア及び掘削孔を用いた地球科学及び生命科学の研究を

総合的に推進する。 

本評価においては、平成 10 年 12 月の航空・電子等技術審議会による評価を踏まえる

こととし、それ以降の本計画関係者の取組みについて中間的な評価を行う。 
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２．評価の実施体制と方針 

 

２．１ 評価の実施体制 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会深海掘削委員会が評価を行い、報告書をとり

まとめた。評価にあたっては、深海掘削委員会に設置した評価小委員会（以下「小委員

会」という）が報告書案を作成した。 

小委員会は、深海掘削委員会委員の中から深海地球ドリリング計画に直接的に関与し

ない委員を深海掘削委員会主査が指名して構成された。 

 

２．２ 評価の観点 

平成 17年 9月に文部科学大臣決定された「文部科学省における研究及び開発に関す

る評価指針」（以下「評価指針」という）に基づく中間評価として研究開発プロジェクトの計

画の進捗状況について第三者評価を実施した。特に留意した観点は以下のとおりであ

る。 

・海洋研究開発機構の保有する地球深部探査船「ちきゅう」が深海地球ドリリング計画を

遂行するのに十分な性能を備えた船であるか。 

・安全で効率的な「ちきゅう」の運用環境が築けているか。 

・ＩＯＤＰは意義ある計画となっているか。 

・我が国がＩＯＤＰを主導できているか。 

・国内におけるＩＯＤＰ関連活動の推進体制が築けているか。 

・人材育成に努めているか。 

・普及広報活動を積極的に実施しているか。 

 

２．３ 評価結果等の扱い 

   評価結果は、プロジェクトの目標・計画の見直し等に適切に反映することを目的とする。

これらの評価経過や評価結果等については、国民にわかりやすい形で公表するなど、積

極的に情報提供を行う。 
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３． 深海掘削の経緯 

 

（１）深海掘削の歩み 

深海掘削は 1959 年マントルへの到達を目標とする「モホール計画」の提唱を起源とす

る。モホール計画では、1961 年にカス１号という掘削船を用いて世界初の深海掘削を行

ったが、約 170m のコアを得ることしかできなかった。モホール計画は、1968 年からのグロ

ーマーチャレンジャー号を用いた深海掘削計画（Deep Sea Drilling Project :ＤＳＤＰ）に受

け継がれ、1975 年からは、米国国立科学財団（National Science Foundation :ＮＳＦ）主導

の国際プロジェクトとして国際共同深海掘削計画（International Phase of Ocean Drilling :Ｉ

ＰＯＤ）が開始された。我が国からは東京大学海洋研究所が参加した。その後、米国主導

のもと、22 カ国が参加するＯＤＰが 1985 年から 2003 年まで行われた。これらの深海掘削

計画は、プレートテクトニクスの証明、白亜紀の地球の状態の把握、小天体衝突による生

物大絶滅の詳細な過程の解明等多くの成果をあげ、地球科学の発展において重要な役

割を果たした。 

 

（２）統合国際深海掘削計画（IODP） 

ＩＯＤＰは、ＯＤＰ後の新しい計画として 2003年 10月より我が国と米国によって開始され

た国際研究協力プロジェクトであり、その後、欧州 12 カ国で構成される欧州海洋研究掘

削コンソーシアム（European Consortium for Ocean Research Drilling :ＥＣＯＲＤ）及び中

国が参加し、国際的な推進体制が構築された。ＩＯＤＰは、我が国が提供するライザー方

式の地球深部探査船「ちきゅう」と米国が提供するノンライザー方式の科学掘削船を主力

掘削船とし、欧州が提供する特定任務掘削船（Mission Specific Platform :ＭＳＰ）を加えた

複数の掘削船を用い、地球上の各地の海底を掘削することで、地球環境変動解明、地球

内部構造解明、地殻内生命探求等の科学目標を達成するため、戦略的かつ効果的に研

究を行うこととしている。 
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４．航空・電子等技術審議会による事前評価について 

  中間評価においては、平成 10 年 12 月の航空・電子等技術審議会により行われた事前

評価を踏まえることとしているため、事前評価に示された以下の内容について確認を行っ

た。 

４．１ 航空・電子等技術審議会による評価の内容 

（１）地球深部探査船の開発の意義

過去の急激な気候変動を高い解像度で復元するには、堆積速度の速い海域を掘削す

る必要があるが、こうした海域では活発な生物生産に由来する石油・ガスが存在すること

が多い。従来型掘削船では石油・ガスの噴出を防止する能力がなく、掘削に危険が伴う

ため、石油・ガス層を越えて掘削することができない。 

また、従来型掘削船には掘削孔を安定化させる能力がないため、掘削孔の崩壊等の

危険性があり、ジュラ紀の地層、地震発生ゾーン、マントル等の海底下大深度の掘削を行

うことが困難である。 

上述の問題を解決する技術として、旧海洋科学技術センター（現(独)海洋研究開発機

構（以下「機構」という））により、石油掘削で採用されているライザー掘削技術を高度化し、

石油・ガス存在海域での科学掘削を可能とし、海底下 7,000m まで掘削する能力を持つ

地球深部探査船の開発が提案された。当初は水深 2,500m 級の海域で科学的成果を得

つつ運用データを蓄積のうえ、水深 4,000m級でのライザー掘削を行うことを最終目標とし

ている。 

この提案については、「ライザー技術国際ワークショップ」（1996 年開催。海洋科学技術

センター、東京大学海洋研究所他共催）において、深海掘削に精通した国内外の科学者

及び技術者による技術評価の結果、妥当であると結論付けられ、機構により開発されるこ

ととなった。 

（２）科学技術上の意義

① 科学的目的と意義

ＩＯＤP によって初めて実現するライザー掘削船とノンライザー掘削船の二船体制の下

で、新たに可能となるもしくは飛躍的に進展すると考えられる研究課題の主要なものは次

のとおりである。 

a)海洋底堆積物の分析による古環境の研究

地球深部探査船は、より深層への掘削及びより完全なコア採取により、過去２億年の環

境変動の解明を可能にする。また、従来掘削できなかった地点における掘削等が可能と

なることから掘削地点の増加を促し、より精密な地球環境の時間的変動及び地域的相違

を解析する事ができる。 
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 b)地震発生機構の研究 

海底下数 kmに位置するプレート境界域地震発生ゾーンの掘削及び直接観察が可能と

なり、掘削孔における長期孔内計測の結果と併せて、巨大地震発生機構の解明に有力な

情報を提供する。 

 c)巨大火成岩岩石区の掘削によるプリューム・テクトニクスの検証 

巨大火成岩岩石区を貫通する掘削が可能となることにより、巨大マントル上昇流が地球

環境変動を支配したとするプリューム・テクトニクス仮説の検証も含め地球規模の環境変

動の基本原理の解明に貢献する。 

d)地殻内生命の探索 

ライザー掘削は、地下 4,000m まで広がる可能性がある地下生命圏の実態解明を可能

にし、さらには、熱水域における微生物の解析によって、生命の起源に迫る発見が期待さ

れる。 

e)ガスハイドレートの生成と崩壊の機構の研究 

従来型科学掘削では不可能であったガスハイドレート層を掘削・調査することにより、そ

の形成及び崩壊と地球環境変動の因果関係を解明することが可能となる。 

 

以上のように、深海底掘削研究に地球深部探査船を投入することは、地球と生命に関

する広範囲な科学分野に大幅な前進をもたらすことが確実と考える。なお、これらの各科

学目標については、地球深部探査船「ちきゅう」の優れた掘削能力により達成されるもの

であり、他に適当な代替手段がないと認められる。 

 

 ② 技術的意義 

ライザー掘削技術は、海底油田の探査のために開発され発展してきたものであるが、

その分野における我が国の技術は、オイル・メジャーを持つ欧米各国の技術に比べ大き

く遅れていることは事実である。このため、地球深部探査船を我が国が建造することにより、

特殊試料採取システム等機構が取り組んできた科学掘削に不可欠な要素に関する研究

開発成果を活用するとともに、外国技術の導入により世界の英知を集めることで、自前の

技術体系を構築することは大きな意義がある。 

また、本計画の技術的波及効果については、大水深の石油・天然ガス開発、将来の二

酸化炭素深海貯留等の深海での技術に留まらず、陸上での科学目的の深部地下掘削

や、資源探査を始めとする実用上の深部地下調査のための技術的基礎をなすものとして、

潜在的価値を持つものと考えられる。 

 

（３）技術的妥当性及び開発の進め方 

ライザー技術は海底石油探査で用いられているが、この方法により科学的に価値のあ

るコア試料を採取した例はない。また、水深 2,500m 以深の海域でのライザー掘削は世界

的にも未踏の領域であり、本計画は技術的にチャレンジングである。しかし、我が国はライ

ザー掘削船の建造を多数海外から受注していること、ライザー技術国際ワークショップに
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おける評価結果等を踏まえれば水深 2,500m 以深でのライザー掘削は実現可能と判断さ

れる。 

水深 4,000m級での運用を目指すには、水深 2,500m級掘削において科学的成果を得

つつ運用技術を習得し、その運用データから水深 4,000m 級を目指していくことが妥当と

考える。ただし、ライザー技術に関し、常に革新的な技術開発に関心を持っていかなけれ

ば技術の陳腐化の恐れがあることにも留意すべきである。 

 

（４）社会的・経済的意義及び緊急性  

本計画は、第一義的には世界の科学者の支持のもとに進めていく科学目的の計画で

あり、人類が共有しうる知的資産である科学に我が国が率先して貢献する意義が大きいと

考える。 

しかし、本計画はそれのみに留まらず災害、地球温暖化等の社会が直面する課題につ

いて、これらのメカニズムの解明に向けた国際的な地球科学の進歩及びその進展に必要

な研究体制の整備とも相まって、課題の解決に結び付くものと考えられる。これらの諸課

題への取組みの重要性、緊急性を踏まえれば、本計画に緊急に取り組むべきと考える。 

 

（５）運用及び研究の進め方 

 ①運用体制 

   深海掘削は、地球規模の科学的な課題を解決するために、世界各海域で掘削を行うこ

とから、本質的に国際協力を必要とする。本計画が、過去長期にわたり成果を挙げてきた

ＯＤＰの国際協力体制を引き継いで発展させたＩＯＤＰの一環として行われることは適切か

つ有効である。また、二船体制は（２）で示したように、科学目標を最大限に実現するうえ

で効率的な運用体制であると認められる。 

   国際的な費用分担については、本計画の成果から我が国が受ける科学上の便益が大

きいこと、我が国は、地球の変動帯に位置するアジア・太平洋諸国の中心となって、地球

内部の研究を先導すべきであることからみて、我が国が地球深部探査船を建造すること

が適切である。また、運用段階において二船の運用費を利用の割合に応じて国際分担

する考え方は合理的であると考えられ、その実現に向けて各国に対し一層積極的に働き

掛けていくことが重要である。 

 

 ②研究体制 

   本計画では研究体制の整備が最も重要かつ困難な課題であり、関係機関が地球深部

探査船の完成までに、より多くの研究者を結集することのできる研究体制の整備について

最大限の努力を払うべきである。 

   本計画のもとで我が国が研究面で十分な成果を上げるためには、掘削船の運用とプロ

ジェクト推進の中核となる研究拠点と、多様な発想で掘削試料や計測データから研究成

果を産み出す多数の分散した小規模の研究グループとが連携し、相互に牽引しあう研究

体制を整備するなどの取組みが必要である。同時に、研究管理及び研究支援についても、
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組織の整備、人材の養成とともに、若手研究者への支援、関連陸上施設の設置など十分

な措置を、地球深部探査船の完成までに講じるべきである。 

 

（６）費用対効果 

   科学目的の計画によって将来どれだけの社会的・経済的効果が生じるかについて、確

度の高い数値を導くことは現時点では困難なことである。それを前提として、気候変動、

地震等に関する本計画の効果を考えると、地球深部探査船の建造・運用等に投入する

費用に比べて十分に大きいものと推定されている。 

   また、本計画は、我が国が 21 世紀における役割を踏まえ、かつてない規模で新しい科

学の開拓に主導的に取り組むものであり、若い研究者や次世代の人々が研究や開発に

対する夢を育むことのできる新たな活躍の場が作られる効果が大きい。また、我が国の科

学技術領域での活動に対する国際的評価が一段と高まるという効果も認められる。 

 

（７）総合評価 

   本計画は科学技術上大きな価値を有するものであり、また、その成果は地球環境、災

害防止、資源問題等の社会的課題にも貢献するものと判断される。本計画によって我が

国が新しい科学領域を開拓し、かつてない規模で国際的な科学計画に主導的に取り組

み、総合研究体制をつくることは 21 世紀の我が国の科学技術の発展に必要なものと認識

される。 

   本計画の推進には、特に研究体制の整備に最大限の努力を払い、絶えず社会に情報

を提供するとともに、本計画の進行に伴う開発及び運用の主な区切りにおいて計画の実

施状況及び将来計画に対する評価を行い、本計画を次の段階に進めるべきか検討すべ

きである。 

 

４．２ 航空・電子等技術審議会評価についての確認 

事前評価の結果として、本計画は科学的、技術的及び社会的意義が大きいものである

ことから、我が国が地球深部探査船「ちきゅう」を建造し、ＩＯＤＰを推進することとなった。

今回の中間評価において、この結論について、現在も妥当であることを確認した。 
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５．事前評価後の深海地球ドリリング計画に対する評価 

 

５．１ 深海地球ドリリング計画に対する評価  

   航空・電子等技術審議会による評価後の深海地球ドリリング計画への取組みについて、

これを推進してきた国内の関係者より説明を受け、以下の結論を得た。 

 

５．１．１ 地球深部探査船に関する取組みについて 

   我が国が初めて主導する大型国際研究プロジェクトであるＩＯＤＰの主力掘削船として、

重要な役割を担う地球深部探査船「ちきゅう」の性能及び関連施設の運用環境について評

価を行った。 

 

（１）「ちきゅう」の建造 

①「ちきゅう」の性能と研究者の提案の反映状況 

地球深部探査船「ちきゅう」は、平成 13 年 4 月から建造が行われ、平成 17 年 7 月に完

成した。その仕様については、掘削船技術及び深海掘削研究に関し高度な知見を有する

学識者等からなる委員会を機構に設置し、船型、掘削システム、研究設備といった基本的

な事項について、最新の技術動向、研究ニーズ等を踏まえ検討された。結果、「ちきゅう」

は科学掘削船として初めてとなるライザー掘削方式、自動船位保持システム（Dynamic 

Positioning System :ＤＰＳ）等の採用によって、航空・電子等技術審議会で適当と評価され

た性能（水深 2,500ｍ（最終的には 4,000ｍ）において海底下 7,000ｍまで掘削）を満足する

船となっているものと考えられる。また、「ちきゅう」の建造にあたっては、機構に外部の有識

者からなる建造に関する重要事項の審議のための委員会を設けること等により、研究者・

運航者等の立場からの意見を聴取し、様々な地殻の連続コアリング、採取したコアの研究

のための最新機器の搭載、機器の最適配置の検討等、必要な措置が講じられた。この結

果、「ちきゅう」は研究者・運航者等の提案が十分に反映されたものとなっていると評価でき

る。 

今後、その性能を試験運用において確認するとともに、国際運用に向けて着実に準備

を進めることが必要である。さらに、科学者のニーズに応え、海洋底を掘削して、地殻とマ

ントルとの境界（モホロヴィチッチ不連続面）を貫くため、「ちきゅう」の試験運用及び国際運

用を通じて、機器開発及び運用技術の検討を行っていくことで、水深 4,000ｍ級での大深

度掘削の世界に先駆けての実現に向けて取り組むべきである。 

 

②「ちきゅう」の建造体制とコスト 

「ちきゅう」の建造会社については、機構が、有識者により構成される委員会を通じて、十

分な実績・経験に裏付けられた高度な技術力と、「ちきゅう」に整備されるべき機器に関わ

る国内外の企業等をとりまとめる管理能力を有し、確実に事業を遂行できる建造所として三

菱重工業株式会社を選定した。三菱重工業株式会社の一元管理のもと、船体、ＤＰＳ等に
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ついては、これらに特に詳しい三井造船株式会社が、掘削関連機器については外国の企

業が担当する等、効率的な体制で建造を行った。このように、外国の技術を日本に集め、

世界最先端の科学掘削船を造るという、自前の技術体系の構築にも十分に配慮を行った。

建造中には各年度において、機構が実績、見積書、公的統一単価等に基づく検討をもと

に各種費用を算定のうえ、建造会社と契約を行うことで適切な費用で建造されるよう絶えず

確認を行ってきた。これらのことから総合的に考えると、「ちきゅう」は、我が国に技術力が蓄

積するような建造形態を確保しつつ、ＩＯＤＰの科学目的を達成するうえで必要な性能を満

たすため、適切な体制で建造されたと認められ、その建造費用約 600億円は適切であった

と評価できる。 

 

（２）「ちきゅう」及び関連施設の運用環境 

①効率的な運用体制の整備 

「ちきゅう」は、１５０名もの乗船人員及び掘削関連機器、船位保持装置、アジマススラス

ター等非常に特殊な機器を搭載しているため、その運用については、円滑な運用体制を

確保するために十分な検討が必要である。このため、船の運航部門、掘削部門ともに、「ち

きゅう」の艤装に携わり、それぞれの分野において十分な実績を有する国内外の会社の人

材が配置されることとされており、「ちきゅう」の円滑な運用に必要な体制が備えられている

ことは評価できる。 

試験運用当初においては、機構が「ちきゅう」を自ら運用しながら必要な知見等を蓄積し、

その知見に基づき、以後の運用者を含む運用体制を適切に定めるという段階的取組みも、

より効率的な運用体制を求めるという姿勢として妥当であると認められる。将来的には、ノウ

ハウの蓄積等によって、さらに効率的な体制を検討することが重要である。 

 

②安全な運用体制の整備 

「ちきゅう」は世界を舞台として航海し、高度な技術を要するライザー掘削を行うため、安

全については特段の配慮が必要である。「ちきゅう」の運用における安全管理については、

石油業界で採用されている労働安全衛生及び環境保全管理システム（Health, Safety＆ 

Environment-Managing System :ＨＳＥ－ＭＳ）を導入し、これにより、目標管理、継続的改

善、教育訓練、リスク管理、緊急事態対応等を含む統合的なマネジメントを行っている。各

種作業については、マニュアルの作成・更新及び「ちきゅう」の全乗船者への教育訓練を

徹底している。また、安全な研究航海の実施のため、掘削実施計画作成に必要不可欠な

掘削海域のハザードを含めた地質の把握を事前調査として行っている。緊急時の対応に

ついては、事故等を想定したシミュレーションを繰り返し行うことにより、緊急時の組織体制、

連絡体制等における不備の洗出し及び改善を行っている。さらに、環境保全については、

船上における廃棄物の取扱いへの留意等海洋汚染の防止に関して、「環境管理計画」、

「海洋汚染防止計画」等に即して取り組んでいる。これらのことから、「ちきゅう」の安全な運

用のための総合的な体制が適切に構築されているものと評価できる。今後も安全に十分に

配慮した体制のもとで航海が実施されるよう、絶えず注意することが必要である。 
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なお、「ちきゅう」は、①で述べられている特殊性からその保守整備には多くの労力を要

する。このため、航海中の故障等不測の事態により、その安全性が脅かされることのないよ

うに定期的及び日常的に保守整備を行うことが重要であり、これにより「ちきゅう」の継続的

な運用を可能とし、効率的運用にもつながるものと考える。 

 

③研究支援体制の整備 

「ちきゅう」の船上研究支援体制の整備については、機構が我が国の科学コミュニティ、Ｉ

ＯＤＰの科学諮問組織（Science Advisory Structure :ＳＡＳ）、外部有識者による委員会等の

意見を検討・反映しつつ取り組んでいる。これにより、機構に研究支援を担当する部署を

設けること並びに研究及び機器運用に精通した優れた人材を「ちきゅう」に配置することに

よって、各種データ管理、分析・解析機器の保守整備等を行う体制の構築が進められてい

る。このように、「ちきゅう」がコアを適切に処理し、その分析・解析を行う「海の上の研究所」

として機能するために取り組んでいることは評価できる。今後、機構は国際運用までにその

体制を確立し、人材の育成等長期的な体制の維持・発展にも必要な措置を講じていくべき

と考える。 

 

④海洋コア総合研究センターの整備 

高知大学海洋コア総合研究センターは、米国及びドイツのコア保管施設とともに、ＯＤＰ、

ＩＯＤＰ等により採取されたコアを保管・分析・解析するための陸上研究施設であり、2003 年

4 月に整備され、機構と高知大学によって運営されてきた。海洋コア総合研究センターで

は、コア 120ｋｍ分を適切な温度下で冷蔵・凍結保存するための冷蔵・冷凍保管庫に加え

て、採取されたコア等の試料の基礎解析はもとより高度な解析を要する研究まで、世界最

先端の研究を一貫して実施することを可能とする研究機器が設置されており、必要な整備

が行われていると評価できる。また、機構の関連研究部門が海洋コア研究センター内に移

設され、研究実施体制の構築にも取り組んでいる。今後は、ＩＯＤＰのコアに関する分析・解

析の中核的な施設として機能するための体制の充実に取り組むことが重要である。 

 

５．１．２ ＩＯＤＰの構造と我が国の取組みについて 

ＩＯＤＰは、我が国が提供する「ちきゅう」（ライザー掘削船）と米国が提供する従来型掘削

船（ノンライザー掘削船）を主力掘削船として、統一した科学目的のもとで複数の科学掘削

船を相互補完的に国際運用する計画である。この新たな大型研究国際プロジェクトの意義、

主導国としての我が国の取組み、国内における関連研究の推進体制について評価を行っ

た。 

 

（１）ＩＯＤＰの意義 

①科学目標とその意義 

   ＩＯＤＰの目的は、深海掘削を用いて地球システム変動についての科学的調査を行うこ

とであり、その科学目標は「ＩＯＤＰ初期科学計画」（Initial Science Plan :ＩＳＰ）において確認
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されている。ＩＳＰにおいて国際的に確認されたＩＯＤＰの科学目標は地球環境変動解明、

地球内部構造解明及び地殻内生命探求を三大テーマとしたもので、詳細は以下のとおり

である。 

 

○地球環境変動解明 

 a) 極限気候環境 

   ＩＯＤＰでは、深海掘削によって得られる堆積物の高精度連続記録を解析し、極限気候

環境時の地球システムの状態を把握することで、氷床形成及び寒冷化のメカニズム並びに

温室地球への移行原因の解明を目指す。 

 ｂ）急速な環境変動 

a）と同様に、深海掘削によって得られる堆積物の高精度連続記録を用いて、短期間で

の環境変動の原因の解明を目指し、近未来の環境変動予測に用いる。 

○地球内部構造解明 

ｃ）地震発生帯 

ＩＯＤＰでは、地震発生帯の掘削を「ちきゅう」を用いた最初の研究航海の対象と位置づ

けており、海溝型巨大地震発生域の物性の理解及び長期孔内計測による微小変動のモ

ニタリングによって、地震発生過程の解明を目指し、地震予測手法の開発に用いる。 

ｄ）大陸分裂と堆積盆地の形成 

地球システムの進化に重大な影響を与える大陸分裂及び海洋底拡大の原因を理解す

る目的で、分裂及び拡大の初期過程の詳細を把握し、大陸の縁辺部の構造及び堆積盆

地の形成のメカニズムの解明を目指す。 

 e）巨大火成岩岩石区 

海洋域に存在する巨大な火成岩体の成因及びその形成と地球環境変動との関係の解

明を目指す。 

ｆ）マントルへの掘削 

海洋地殻全体の組成及び構造の解明並びに固体地球の 80％を占めるマントルの特性

を把握することは、地球の進化を理解するために不可欠であり、地球深部探査船を用いて

海底下 7,000m のマントルまでの到達を目指す。 

○地殻内生命探求 

ｇ）深部生物圏 

地殻内には地表に匹敵する量の微生物が存在し、それらが生命進化を理解する鍵を握

っている可能性が高いと考えられている。また、有用性の高い遺伝子資源を持つ地下微生

物の発見も期待されている。 

ｈ）ガスハイドレート 

海底下には、大量のメタンガスがガスハイドレートとして濃縮されている。この分布状態、

地殻内微生物の活動との関連を含む形成・分解過程及び地球環境への影響の解明を目

指す。 
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これらは、航空・電子等技術審議会で評価された科学的目的ともその方向性は一致して

おり、ＩＯＤＰは、我が国の国民の関心も高いと思われる環境変動、地震発生機構、ガスハ

イドレート等の理解を含めた地球と生命に関する広範囲な科学分野に大幅な前進をもたら

すと考えられる。ＩＳＰの策定にあたっては、我が国研究者も積極的に参加し意見が反映さ

れており、我が国にとってＩＯＤＰは利益のあるものとなっていると認められる。今後は、ＩＯＤ

Ｐ参加国がＩＳＰの達成のために必要な方策を常に意識しながらＩＯＤＰを推進するように、

我が国が主導していくべきである。 

また、ＩＯＤＰでは、「ちきゅう」と米国が提供するノンライザー掘削船を主要掘削船とし、

欧州が提供するＭＳＰを加えた複数の掘削船を用いることとなっている。「ちきゅう」が国際

運用された後は、掘削の目的、目標深度等に応じてこれらの掘削船を計画的に運用すると

ともに、必要に応じて一つの科学目標達成のために特徴の異なる複数の掘削船を利用し、

重点的に調査することも可能になり、我が国を含むＩＯＤＰ参加各国の研究者が科学目標

を効率的に達成するために適切な体制となっていると考えられる。 

 

②社会・経済への波及効果 

ＩＯＤＰにおいて、「ちきゅう」を運用することによる我が国の社会・経済に対する波及的効

果も大きいものと考えられる。特にＩＯＤＰで行われることが有力な「ちきゅう」の南海トラフ等

における研究航海により得られる試料を用いた研究を通じ、海底ケーブルネットワークとの

連携による地震発生予測及び緊急通報による地震防災、気候変動モデルの検証による将

来予測の精密化等の科学的成果を用いた実用分野の発展が期待される。また、世界を舞

台として最先端の掘削技術を駆使して活動を行うことにより、極限環境における観測や大

水深石油掘削、鉱山掘削等に関する技術開発・人材育成にも貢献するものと考えられ、こ

れらの発展が多分野にわたって与える影響は大きい。さらに、大深度掘削での物質採取に

よる科学的知見の蓄積は、医薬品等に利用可能な有用物質の採取を含むバイオテクノロ

ジーの発展、メタンハイドレート等エネルギー資源ポテンシャルに関する開発等へ貢献す

ることも期待される。 

 

上記①及び②のとおり、ＩＯＤＰは我が国にとって、十分に意義のあるものであると評価で

きる。 

 

（２）ＩＯＤＰ主導国としての我が国の取組み 

 ①国際的なＩＯＤＰ推進体制の構築 

   ＩＯＤＰの枠組みは、ＩＯＤＰに参加の意志を表明する各国が集まった会議で協議された。

この会議は、文部科学省がＮＳＦと共同で議長を務め、これまで米国中心で進められてき

たＯＤＰが、ＩＯＤＰとして日米主導の計画となるように調整が行われた。この結果、平成 15

年 4月に文部科学大臣とＮＳＦ長官が署名した「統合国際深海掘削計画（ＩＯＤＰ）のための

協力に関する日本国の文部科学省とアメリカ合衆国の国立科学財団との間の覚書」が締

結され、日米が対等なリーダーシップを発揮する仕組みが決定された。これにより、平成 15
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年 10 月にＯＤＰが終了し、ＩＯＤＰが開始され、平成 16 年 3 月には欧州が、平成 16 年 4

月には中国が日米と覚書を締結し、ＩＯＤＰに参加した。 

ＩＯＤＰでは、各国を代表する科学者及び技術者により構成されるＳＡＳが、ＩＯＤＰの科学

計画について長期的な指針を提示し、かつ国際的な科学コミュニティからの掘削計画提案

に基づき、年間科学技術計画を中央管理組織であるＩＯＤＰ国際計画管理法人（IODP 

Management International, Inc. :ＩＯＤＰ－ＭＩ）に勧告する。ＩＯＤＰ－ＭＩは、この年間科学

技術計画に基づく掘削船の運用計画をその実施機関に作成するよう要請し、これを統合し

てＩＯＤＰ年間事業計画案を作成することとなっている。日米両国はこの年間事業計画案の

承認の権利を有するほか、中央管理組織、ＳＡＳの運営等においても、両国が同等に主導

し、表明する意見が反映される枠組みとなっている。また、ＩＯＤＰ－ＭＩは札幌の北海道大

学内に科学支援部門、ワシントンに計画管理部門を担当する事務所を置いている。 

総じて、我が国が主導する初めての大型国際研究プロジェクトとしてＩＯＤＰの枠組みを

構築してきており、その取組みは評価できる。 

 

②アジアを中心とした諸外国のＩＯＤＰへの参加促進及び連携 

諸外国のＩＯＤＰへの参加促進及び外国人研究者との連携により、IODP をより国際的な

プロジェクトとして発展させることは、ＩＯＤＰの主導国である我が国が取り組むべき重要な課

題であり、国際貢献の観点からも科学先進国である我が国の責務である。このことは、地球

規模での掘削調査を必要とする科学の発展に不可欠であり、プロジェクトの運営において

は、研究航海実施の円滑化、我が国のＩＯＤＰに関する費用負担の減少につながる。特に、

アジアを中心とした外国人研究者との連携については、アジア地域におけるＩＯＤＰ関連研

究の促進及び基盤強化につながるため、我が国がアジアの地球科学・生命科学及び関連

技術の発展に貢献し、主導していくという観点から重要である。我が国は、ＩＯＤＰ発足前か

ら研究者が諸外国でＩＯＤＰへの参加を呼びかけるキャンペーンを実施する等、各方面から

の働きかけを行ってきた。また、ＩＯＤＰ開始後も、継続的に国際シンポジウムの開催、国際

学会での普及広報等に努めており、これらの取組みは評価できる。今後も、我が国が、諸

外国のＩＯＤＰへの参加促進及び連携について、積極的に取り組むべきである。ただし、ＩＯ

ＤＰへの我が国の貢献に見合うだけの科学的・技術的成果が我が国に十分に還元される

よう、戦略的に取り組むことが必要である。 

 

 ③世界的研究拠点の提供 

我が国は、世界唯一のライザー掘削方式による科学掘削を可能とする「ちきゅう」及び採

取されたコアを保管・研究する海洋コア総合研究センターというＩＯＤＰの遂行において大き

な役割を担う施設をＩＯＤＰに提供することで、ハード面において強くその存在をアピールで

きているものと評価できる。今後はそのハードの活用を含むソフト面で参加各国をリードし

ていくことが重要である。 
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 ④ＩＯＤＰへの参加に関する取組み 

我が国は、ＩＯＤＰ関連会合において米国と同数の委員数を確保するとともに、議長・副

議長・共同議長の責務を米国と同等に負う等の役割を担うこととなっており、現在までも多く

の我が国研究者がＩＯＤＰ関連会合に参加していることは評価でき、その研究者の活動は

業績として高く評価されるべきである。 

しかしながら、現状においては、我が国研究者のコミュニケーション上の問題、深海科学

掘削に関する経験不足等から、まだ会合における議論を十分に主導しているとは言い難

い状況であると考えられる。今後は、会合の運営方法に関して我が国の委員の意見が適

切に反映されるような方策、会合に参加する委員のモティベーションを高めるための方策、

会合前の十分な検討を委員に促すための方策等、我が国の委員がより積極的に参加する

ことが可能な体制を確立する必要がある。また、ＩＯＤＰ－ＭＩの理事会、ＳＡＳ等の活動の

重要性について、これまで以上にＩＯＤＰ関連研究者の所属機関に理解を求め、これらの

関連会合への委員等の派遣を継続し、ＩＯＤＰをリードする人材の育成を行うべきである。 

乗船研究者の派遣に関しては、我が国は米国と同等の権利を有しており、我が国の研

究者は米国及び欧州が提供する掘削船による研究航海に参加し、共同首席研究者として

も活動していることは評価できる。しかしながら、乗船研究は長期間に及ぶこと、乗船地ま

では自らの責任で行かなければならないこと等から、研究者にとって負担を伴うものである。

乗船研究は、ＩＯＤＰ関連研究の推進、将来のＩＯＤＰを主導する人材の育成等の観点からＩ

ＯＤＰへの参加において最も重要な活動の一つであり、我が国の研究者が今後とも継続し

て研究航海に参加できるよう一層配慮されるべきである。 

 

（３）国内におけるＩＯＤＰ関連研究の推進体制 

①国内研究者組織の構築 

機構は研究者による委員会を設置して、過去の検討をもとにＩＯＤＰの科学目標の中で

我が国が特に重点的に取り組むべき課題について、平成 14年 11月に「地球システム変動

の解明を目指して−ＩＯＤＰにおける我が国の科学計画」を作成した。その後、ＩＯＤＰにおけ

る科学計画検討・掘削計画提案を推進し、ＩＯＤＰを通じた地球科学、生命科学の発展に

最大限貢献するための国内研究者組織として日本地球掘削科学コンソーシアム（Japan 

Drilling Earth Science Consortium ：Ｊ－ＤＥＳＣ）が平成 15 年 2 月に設立された。Ｊ－ＤＥＳ

Ｃは、掘削研究及び関連研究の発展に伴う先駆的な研究の推進を目的として、平成 16 年

3 月に「ＩＯＤＰにおける我が国の科学戦略−掘削提案の実現に向けて（1）」を新たな国内

の統一目標として策定し、セミナー及びシンポジウムの開催等国内のＩＯＤＰ関連活動の推

進に組織的に取り組んでいる。また、Ｊ－ＤＥＳＣは、ＩＯＤＰ関連会合の委員及び乗船研究

者の推薦等の研究活動における国際的な調整というＩＯＤＰへの参加に不可欠な役割を担

っている。このように、ＩＯＤＰを主導するための研究体制の構築が進められ、継続的な検討

が行われていること及びこれらの活動にＪ－ＤＥＳＣを代表する研究者が主体的に取り組ん

でいることは評価できる。今後もＪ－ＤＥＳＣを中心に、国内研究者のネットワークによる新し

い科学計画策定等に取り組むとともに、関係者はＪ－ＤＥＳＣと連携して、研究者の活動の
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円滑化及び活性化に努めるべきである。 

 

②ＩＯＤＰ関連研究の推進 

ＩＯＤＰ関連研究の推進については、航空・電子等技術審議会の評価において、研究体

制の整備に特に最大限の努力を払うことが適当とされた。これについて、全国の研究者を

集め、ＩＯＤＰ関連研究を我が国の中心として推進する組織が機構に設置され、機構の中

期目標においてＩＯＤＰにおける研究等を総合的に推進することが定められたほか、①でも

述べられたとおり、機構と国内の様々な大学・機関に所属する研究者を結ぶ組織としてＪ－

ＤＥＳＣが設立されたことは評価できる。 

我が国では、ＩＯＤＰの研究航海によって得られた試料をもとに、大学等のＪ－ＤＥＳＣの

会員機関によって研究が行われているが、今後、ＩＯＤＰにおいて「ちきゅう」の国際運用が

開始され、ＩＯＤＰが本格的に実施されるにつれて、関連研究活動が一層発展することが期

待される。研究航海は、科学者の掘削計画提案をＳＡＳが審査し、ＩＯＤＰ－ＭＩに勧告する

ことによって決定される。しかし、現在、我が国の掘削計画の提案数は減少傾向にあり、掘

削計画の提案というＩＯＤＰの根幹となる活動において、わが国がリードできていないのは重

大な問題である。その要因として、掘削計画の提案に必要な事前調査費等の確保に関す

る問題があげられる。我が国の研究者が事前調査の成果をもとに提案した掘削計画が採

択され、掘削実施を経て事後研究へと展開するという一連の活動が十分に行なわれること

によって初めてＩＯＤＰを真に主導していると言える。このため、他国の制度等も参考にしつ

つ、ＩＯＤＰ推進が国家的プロジェクトであることを強く認識し、Ｊ－ＤＥＳＣの提言「ＩＯＤＰに

おける我が国の科学戦略（２）−研究支援体制の確立に向けて−」に見られるような新規プ

ロポーザル開拓のための研究を担う競争的資金及び我が国がＩＯＤＰ主導国としての責務

を果たすための活動を担う経常的な予算措置による研究支援体制について早急に検討す

る必要がある。 

 

５．１．３ 人材の育成について 

（１）研究者の育成 

ＩＯＤＰ関連研究者の育成については、機構は、乗船研究支援、「ＩＯＤＰ掘削プロポー

ザル作成の手引き」の作成等のＩＯＤＰ関連研究者への実践的支援を行っている。また、

機構とＪ－ＤＥＳＣはＩＯＤＰ関連研究者もしくは学生を主な対象として、ＩＯＤＰ及び「ちきゅ

う」に関するセミナー等のアウトリーチ活動に取り組んでいる。このような取組みは、研究者

のＩＯＤＰに関する経験の蓄積の促進、より多くの研究者の確保及び各大学・研究機関に

おける組織全体のＩＯＤＰ関連活動への理解につながることから評価できる。今後は、次

代のＩＯＤＰの活動をリードする研究者の育成が急務である。そのため、ＩＯＤＰに興味を持

った若手研究者が乗船研究に積極的に参加することができるような支援体制の確立及び

若手研究者等の興味を喚起するアウトリーチ活動に一層取り組んでいくことが重要であ

る。 
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（２）技術者の育成 

  現在まで、機構がＩＯＤＰの主力掘削船として航海を行ってきたジョイデス・レゾリューショ

ン号への乗船を支援すること等により建造技術者、科学支援員を育成し、「ちきゅう」の建

造及び科学支援の体制整備を進めてきたことは評価できる。科学支援員については、今

後も継続的にこうした支援を行い、育成に努めることが重要である。 

ライザー掘削技術については、海底油田の探査のために開発され発展してきたもので

あり、我が国の技術が欧米各国に比べ遅れているのは事実である。「ちきゅう」運用初期に

おいては、内外の企業の人材派遣を受けて運用されることで円滑性及び効率性を追求す

ることは適切であるが、我が国への技術移転は、他分野にも効果が波及し我が国の大きな 

利益となる可能性があるため、これについても早急に取り組むことが必要である。 

また、「ちきゅう」の本格的な運用に伴いＩＯＤＰへの認識が高まることが、関連する研究

部門、技術部門の活動の拡大につながることを期待したい。 

 

（３）計画推進実務者の育成 

我が国のＩＯＤＰにおけるプレゼンスの向上及び国内研究者組織のより効率的・戦略的

運営のためには、国内外のＩＯＤＰ関連機関において、科学的知識を持ちながらマネジメン

トに従事する者が重要な役割を持つ。ＩＯＤＰの中心的役割を担う機関において我が国の

人材が活躍することは、我が国のＩＯＤＰにおける存在感を高めることとなる。しかしながら、

例えば、ＩＯＤＰ－ＭＩの職員に日本人は少ないというのが現状であり、科学的知識を持ちな

がら国内外の機関でマネジメントに従事する人材を育成することは我が国の課題である。

また、今後の人材育成の成否に関わる点として、その役割の重要性に対して正当な評価を

確立するべきである。 

 

 

５．１．４ 国民への説明について 

地球深部探査船「ちきゅう」の必要性及びＩＯＤＰの科学研究の成果に関する理解はもと

より、地球科学、生命科学、海洋科学に関する国民の知的好奇心を喚起し、我が国におけ

る地球科学を中心とした科学技術の理解増進及び活性化を目的として、ＩＯＤＰ大学＆科

学館キャンペーン、ウェブサイト等を通じて国民各層に情報を届ける活動が実施されており、

このような国民への説明に関する取組みは高く評価できる。「ちきゅう」が完成した際に機構

が行った一般公開では、多くの見学者が訪れ、その関心の大きさを確認できた。今後は完

成した「ちきゅう」を最大限に活用しながら、その科学的目的及び波及効果を中心により一

層の説明を行い、国民の関心の高いプロジェクトとして認知されるよう更なる努力が求めら

れる。特に、中高生を対象とした教育的な観点からの広報等に継続的に取り組んでいくこ

とが必要である。 

さらに、産業界にも広くＩＯＤＰ推進の重要性について認識を求め、ＩＯＤＰ活動の支援、Ｉ

ＯＤＰ推進を通じて育成された人材の産業界での活躍の場の提供等が実現するよう努力

すべきである。今後、「ちきゅう」の国際運用により、ＩＯＤＰが本格的に実施され成果が上が

129



20 

れば、そこから産業に応用できる技術が生み出される可能性は大きい。この可能性をさら

に広げるためにも、普及・広報・教育活動による成果の公開、人材育成等が重要な役割を

果たすと考えられる。 

５．２ 総合評価 

今回の中間評価では、事前評価の際に大きな価値を有すると評価された深海地球ドリリ

ング計画は、現在も我が国にとって科学的及び社会的に意義が高いものであることを確認

した。また、世界最高の科学掘削船である地球深部探査船「ちきゅう」の建造及び関連施

設の運用環境の整備、国際的なＩＯＤＰの推進体制の構築を中心とした我が国の主導国と

しての取組み、人材の育成並びに国民への説明といった我が国の取組みは、科学的・社

会的ニーズ等を踏まえ、関係各機関により適切に行われてきていると認められる。よって、

我が国が深海地球ドリリング計画を推進することは極めて有意義であると評価できる。今後

は、その成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献していくために、関係者が更に協力し、

計画推進により一層取り組むべきである。 

ただし、深海地球ドリリング計画の推進に際しては、本評価において指摘された留意点

に対処することが必要である。特に、事前評価でも指摘された研究体制の整備については、

必要な研究推進組織が構築されたと評価できるものの、ＩＯＤＰの根幹となる掘削計画の提

案等関連研究活動については課題があり、引き続き改善に向けて努力することが必要であ

る。 
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序 文 

 

 

平成 15 年 10 月に統合国際深海掘削計画（IODP：Integrated Ocean Drilling Program）が、

日米の主導により開始され、また平成 17 年 7 月には、IODP の主力掘削船となる地球深部

探査船「ちきゅう」が完成し、以来、深海掘削の国際共同研究は加速化され、南海トラフと日

本海溝の巨大地震発生帯掘削や沖縄トラフの海底熱水域、更には下北八戸沖における深

部石炭層の掘削を成功させてきた。その成果は、海底下生命圏として特徴づけられるアー

キアワールドの発見という新たな科学的展開のみならず、地震予測システム改善や金属鉱

物資源探査といった社会貢献として実を結んできている。 

IODP は間もなく第 1 期の 10 年間が満了し、平成 25 年 10 月より新たなフェーズへと移行

する。すでに新たな研究計画（New Science Plan）が策定されており、また共同研究の枠組

み（Framework of International Ocean Discovery Program）も国際的に合意されている。更に

は、平成 25 年 4 月には「ちきゅう」による地球深部探査に特化した国際ワークショップ

「CHIKYU+10」が日本で開催され、今後の「ちきゅう」による探査ミッションの在り方について

国際的に科学的議論が行われた。 

日本は、「ちきゅう」や「高知コアセンター」という IODP 国際共同研究にとって重要な基礎

基盤を擁しており、新たな枠組みの中でも引き続き中心的な役割を果たしていくことが期待

されている。 

本中間評価は、このような節目において実施され、本計画が我が国にとって科学的及び

社会的に意義が高いものであり、本計画に関する取組は、科学的、社会的ニーズなどを踏

まえ、関係各機関により適切に行なわれてきたと認められた。一方、いくつかの課題も指摘

された。特に、研究体制の整備及び人材育成については、老朽化に備えた計画的な機材

更新や若手研究者の新規参入促進などの課題があり、引き続き改善に向けて努力が必要

であるという議論が行なわれた。 

 今後は、本計画の成果が最大限に引き出され、社会に大きく貢献していくために、関係者

が更に協力し、本報告書の評価結果に適切に配慮した計画推進により一層取り組むことが

必要である。本計画は多くの省庁、大学・試験研究機関、参加各国との協力のもとに進めら

れることが不可欠であることから、関係行政機関などにおいても、海洋科学技術及び地球科

学技術を総合的に推進するために必要な措置が講じられることを改めて要請したい。 

 また、本計画の推進により、関連分野の科学技術にも飛躍的発展をもたらすとともに、次世

代の研究者及び技術者に新たな活躍の場を提供していくことを期待したい。 

 

平成 25 年 9 月 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会 

深海掘削委員会 主査 

斎藤 靖二 
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評価の概要 

 

１．評価の対象 

深海地球ドリリング計画について、平成 10 年 12 月の航空・電子等技術審議会による事前

評価及び平成 18 年 2 月の科学技術・学術審議会海洋開発分科会による中間評価を踏まえ、

それ以降の本計画関係者の取組を中心に中間的な評価を行った。 

 

２．評価の実施体制と方針 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会深海掘削委員会が評価を行い、報告書を取り纏

めた。評価にあたっては、平成 21 年 2 月に文部科学大臣により決定された「文部科学省に

おける研究及び開発に関する評価指針」（以下「評価指針」という）に基づき取り組んだ。 

 

３．深海掘削の経緯 

科学的な深海掘削計画は、1959 年に提唱されたマントルへの到達を目標とする「モホー

ル計画」を起源とし、1975 年からは米国主導の国際プロジェクトとなり、我が国も参加してき

た。2003 年 10 月からは統合国際深海掘削計画（IODP：Integrated Ocean Drilling Program、

以下「IODP」という）が我が国と米国の主導によって開始され、2013 年 10 月からは新たな

IODP（International Ocean Discovery Program、以下「次期 IODP」という）に引き継がれる。こ

れまで、海溝型巨大地震発生メカニズムの基本となるプレートテクトニクスを証明するなど、

地球科学の発展に重要な役割を果たしてきている。 

 

４．航空・電子等技術審議会による事前評価結果 

平成10年12月に行われた航空・電子等技術審議会による事前評価において、本計画は、

科学技術上大きな価値を有するものであり、またその成果は地球環境、災害防止、資源問

題などの社会的課題にも貢献するものと判断されたことから、我が国が地球深部探査船「ち

きゅう」を建造し、IODP を推進することとなった。 

 

５．科学技術・学術審議会海洋開発分科会による前回中間評価結果 

平成 18 年 2 月に行われた科学技術・学術審議会海洋開発分科会による中間評価結果と

して、事前評価から平成 18 年 2 月までの実績について内容の精査を行い、依然として科学

的及び社会的に意義が高いものであり、関係各機関により適切に進められていると認められ、

我が国が本計画を推進することは極めて有意義であると評価された。また、その成果が最大

限に得られ、社会に大きく貢献していくために、関係者が更に協力して計画推進により一層

取り組むべきであるとされた。 
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６．前回中間評価後の深海地球ドリリング計画に対する評価 

６．１ 深海地球ドリリング計画に対する評価 

６．１．１ IODP の構造と我が国の取組について 

（１） IODP の意義 

IODP 科学目標は国際的な合議によって定められ、海洋掘削によって期待される地球科

学の分野で最も先鋭的な課題をテーマとしており、我が国が主導して海洋掘削科学を進め

て行く意義は大きいと認められる。また、次期 IODP の目標も、人類が直面している自然環

境や生物多様性などの問題解決の糸口となる優れた課題がテーマとなっており、引き続き

我が国がこの分野を主導する意義は大きい。 

これまで、我が国が保有する地球深部探査船「ちきゅう」の IODP 研究航海によって海洋

プレート沈み込み帯を対象とした多くの研究成果が上げられている。特に、2011 年 3 月に発

生した東日本大震災に関して、速やかな研究航海の実施により、震源域近傍の海溝軸周辺

の断層滑りのメカニズム解明に資する研究成果を得たことは特筆に値する。南海トラフでは、

巨大分岐断層による地震発生メカニズムの解明に貢献したほか、掘削孔内に設置した地震

計や歪み計などの長期孔内計測装置を海底ネットワークにつなげ、リアルタイムでのモニタ

リングを実現するなど、地震防災対策の向上に必要な科学的知見の集積に大きく貢献して

いる。また、海底下生命圏の限界を探る研究航海としては、下北八戸沖においてライザー掘

削による科学掘削の世界最高到達深度（2,111m）を更新（2,466m）するとともに、掘削で得ら

れた海底下の微生物細胞並びに微生物活動の解析がなされた。更に、沖縄トラフでは熱水

環境における生命圏の限界域を探るとともに、熱水帯の態様解明に資するデータが得られ

た。これらのように、「ちきゅう」の研究航海の成果として多くの新しい科学的知見が明らかに

され、成果を取り纏めた研究論文の多くが表彰を受けるなど、学術的な評価は高く、我が国

の科学の進歩に貢献した。次期 IODP においても、伊豆・小笠原・マリアナ島弧やコスタリカ

沖など世界の海を対象とした科学掘削が計画されており、引き続き人類が直面する課題を

解明する取組が行われる予定である。 

「ちきゅう」とともに運用されている、米国の JOIDES Resolution 号（ジョイデス・レゾリューシ

ョン号、以下「JR 号」という）や欧州の特定任務掘削船（Mission Specific Platform、以下「MSP」

という）の研究航海には多くの日本人研究者が参加し、これらにより得られた成果は、日本の

周辺海域のみならず世界的な広がりを持ち、かつ地球科学の様々な分野を網羅しており、

非常に多彩な科学的成果を得ている。 

これら科学的成果を社会的に波及させるための活動は着実に行われており、防災分野な

どの重要な科学的知見の集積に貢献している。一方、技術開発成果の波及としては、我が

国唯一のライザー掘削船として数多くの波及効果が発現されつつあり、「ちきゅう」のポテン

シャルが高く評価される中で、今後、資源探査や防災対策のための利用と基礎科学推進の

ための利用とのバランスをどのようにとるか、一層の議論が必要となっている。 
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（２） IODP 主導国としての我が国の取組 

我が国は、IODP の枠組みの中で「ちきゅう」という主力掘削船を提供し、その研究計画に

責任を持つ国として、国際枠組みにおける運用や、研究計画管理を主導する取組を行って

きている。また、世界 3 大コア保管庫の一画をなす高知コアセンターは、コア提供及び研究

施設として機能するのみならず、膨大な数の試料情報がウェブサイトから見られるようにする

など、ソフト面でも参加各国をリードした活動を行っており、高く評価できる。また、アジアを

中心とした諸外国の IODP への参加促進や連携構築についても様々な取組が行われ、

徐々に効果を発揮しつつある。 

これまで、IODP では米国と同等程度の日本人枠を設けて取り組んだことにより、多くの国

内研究者が各委員会や乗船研究に参画している。更に乗船研究や会議参加者に向けた

様々な支援がなされ、国際的な場で活躍する日本人研究者が育ちつつあることは高く評価

できる。今後とも国際会議などで主導権を握ることができるような人材育成に向けて継続した

取組が求められる。 

また、貢献に見合うだけの科学的、技術的成果が我が国に十分に還元されるよう、引き続

き戦略的に取り組むことが求められ、研究者・技術者の高いポテンシャルとともに、交渉担当

者の強い交渉力、優れた国際共通言語能力が必要不可欠である。 

 

（３） 国内における IODP 関連研究の推進体制 

日本地球掘削科学コンソーシアム（Japan Drilling Earth Science Consortium、以下

「J-DESC」という）を通じた研究者支援によって国内の掘削科学が活性化され、IODP を支え

る研究者コミュニティとして確固たる体制が築かれた。これまで研究者による研究提案は活

発に行われており、国内における IODP 推進体制は十分に機能していると評価できる。今後、

研究活動を活性化させるためには、「ちきゅう」における大規模プロジェクトの提案を絞り込

んで人的資源を集中させる必要のある中で、若手研究者の挑戦的研究提案も受入れなが

ら研究者の裾野を広げるという、相反する課題に取り組んでいかなければならない。また、

地震学や地球環境史学など、関連する科学分野の他のコミュニティとの連携強化にも積極

的に取り組む必要がある。 

 

６．１．２ 地球深部探査船「ちきゅう」に関する取組について 

（１） 「ちきゅう」の性能と研究者・運航者などの技術提案の反映状況 

「ちきゅう」を運用する研究者・技術者の努力と様々な技術改良の積み重ねによって、これ

までは不可能であった日本近海の強い海流、厳しい海象気象条件下でも掘削可能とし、メ

タンハイドレートや微生物を海底下の状態のまま回収することに成功している。また、「ちきゅ

う」船内は「海の上の研究所」とも表現されるように、多くの最先端の分析機材を備えており、

ライザーシステムによって海底から採取された試料を即座に分析する態勢が整備されている。

これにより、これまで知られていなかった海底下微生物の状況を明らかにするなど多くの成

果を上げている。 

将来に向けては、上部マントルまでの掘削を目指して、目標とする大水深（4,000m 級）ラ
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イザーシステムや高温に耐える測定機器、長寿命ドリルビットの開発などに引き続き取り組

む必要がある。 

 

（２） 「ちきゅう」及び関連施設の運用環境 

「ちきゅう」の運用体制整備において効率化を図りながらも、ライザー掘削船を運用する日

本人船員・掘削要員及び日本企業の育成に成功しており、その両立を成し遂げている。ま

た運用に伴う定期検査を確実に行い、機器の保守・整備・更新を計画的に順次行い、老朽

化に備えている。厳しい海象気象条件下での運用が続く中で、更に津波といった天災にも

見舞われながらも、大きな人的災害を起こしていないことは高く評価される。また、ヘリコプタ

ー発着設備、実験器具などの放射性物質管理、化学薬品の廃液処理といった「ちきゅう」な

らではの特殊な安全・環境保全対策にもしっかりと対処されている。 

「ちきゅう」における研究施設は極めて先進的なシステムを備えており、国際的にも最先端

の水準にある。また、人的な研究支援体制も充実しており、外部事業者に委託されている維

持管理体制並びに技術者の質も高い。また、科学目的達成のために必要な機器開発、搭

載の迅速化も行われており評価に値する。一方、技術の進歩は早く、先端的研究施設の中

には瞬く間に旧弊化するものもある。今後とも「ちきゅう」の能力に見合った研究成果を達成

するために、機器の老朽化・陳腐化に備え、継続した研究機器更新が求められる。また、

「ちきゅう」はその特殊さゆえに運用スケジュール管理に様々な困難を伴うため、スケジュー

ル変更時における研究活動との調整をマニュアル化するなどの工夫が求められる。 

高知コアセンターは、陸上における保管施設として、またコア試料の処理や解析を行う施

設として機能している。保管施設の拡張や膨大な数の試料情報がウェブサイト検索できる機

能強化など、設備の充実に向けた取組も行われており、3 大コアセンターの一つとして世界

に誇る設備である。貴重な資試料を保管するだけに、今後も津波対策などに万全を期すこ

とが求められる。 

 

６．１．３ 人材の育成について 

（１） 研究者の育成 

J-DESC では、「コアスクール」や各種のワークショップなどの学生や若手研究者のための

研修や研究支援プログラムを充実させてきている。「ちきゅう」及び IODP によって飛躍的に

高度化しつつある地球掘削科学関係各分野の研究開発能力を下支えする研究者の人材

育成が行われてきており評価できる。 

 

（２） 技術者の育成 

現在、「ちきゅう」の掘削・操船作業は、専門に設立された法人が行っており、それらの法

人では日本人技術者が育成されつつある。ここから輩出される人材はすでに国際的に活躍

しており、将来、日本が海洋資源掘削に取り組む際にも役立つことが期待される。 
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（３） 計画推進実務者の育成 

これまで、IODP を通じて常に米国と同等程度の議決権、参加者枠を求めることに加えて、

計画推進主体である IODP 国際計画管理法人（Integrated Ocean Drilling Program 

Management International, Inc. 、以下「IODP-MI」という）に日本人を登用する働きかけも行

われ、数多くの日本人スタッフが経験を積んでいる。今後は、文部科学省所管の独立行政

法人海洋研究開発機構（以下「海洋研究開発機構」という）が計画推進を担うこととなるため、

これまで育成された人材の活用とともに、自らの人材育成が不可欠である。研究者をマネジ

メントに登用するキャリアパスを用意するなど、人事体制の工夫が求められる。 

 

６．１．４ 国民への情報発信及び交流について 

海洋研究開発機構による国民への情報発信は非常に活発で、特に小中高生を対象にし

た教育プログラムは充実している。また、これまでの様々な広報活動の努力により「ちきゅう」

の国民的な知名度は非常に高まり、その研究活動にも関心が集まっている。その科学的な

好奇心に対して、更なる詳細な情報提供が積極的に行われる、といった好循環も見られる。 

一方、他の科学コミュニティとの横断的な繋がりについては、J-DESC や公益社団法人日

本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union; JpGU）などを通じた学術界での情報発信

が積極的に行われているものの、他の関連学会との連携など更なる取組が求められる。 

 

６．２ 総合評価 

事前評価及び前回中間評価の際に大きな価値を有すると評価された深海地球ドリリング

計画は、今回の中間評価においても我が国にとって科学的、海洋技術的、社会的に意義が

高いものであることを確認した。また、世界最高の科学掘削船である地球深部探査船「ちき

ゅう」の建造及び高知コアセンターなどの関連施設の運用環境の整備、国際的な IODP 推

進体制の構築を中心とした我が国の主導国としての取組、人材の育成並びに国民への情

報発信及び交流といった我が国の取組は、科学的、社会的ニーズなどを踏まえ、関係各機

関により適切に行われてきていると認められる。 

次期 IODP においても「ちきゅう」は主要プラットフォームであり、すでに米国、欧州と乗船

交換枠が交渉・合意されるなど、国際的な枠組みの中で引き続き重要な役割を担うことが期

待されている。 

これらより、引き続き我が国が深海地球ドリリング計画を世界の海で推進することは極めて

有意義であると評価できる。今後は、その成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献してい

くために、関係者が更に協力し、計画の充実・強化と一層の推進に取り組むべきである。 

ただし、深海地球ドリリング計画の推進に際しては、本評価において指摘された留意点に

対処することが必要である。特に、前回中間評価でも指摘された研究体制の整備及び人材

育成については引き続き積極的な取組が必要である。これまで、必要な研究推進組織は構

築されたと評価できるものの、IODP の根幹となる掘削計画の提案など関連研究活動につい

ては引き続き改善に向けて努力する必要がある。  
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１．評価の対象 

 

本中間評価では深海地球ドリリング計画(※１)を対象とする。地球深部探査船「ちきゅう」

の建造が完了しているなど、前回中間評価からの状況が一部異なるため、深海地球ドリリン

グ計画を以下の 3 要素から構成されるものと修正した(※2)。 

 

・ 地球深部探査船「ちきゅう」の安全で効率的な運用体制及び船上などの研究設

備・支援体制を整備する。また、関連技術の開発を実施する。 

・ 日本の地球深部探査船「ちきゅう」及び米国の従来型掘削船に欧州の提供する

特定任務掘削船を加えた 3 船体制により統合国際深海掘削計画（Integrated 

Ocean Drilling Program: IODP）を推進する。 

・ IODP によって得られたコア及び掘削孔を用いた地球科学及び生命科学の研究

を総合的に推進する。 

 

本評価においては、平成 10 年 12 月の航空・電子等技術審議会による評価及び平成 18

年 2 月の科学技術・学術審議会による中間評価を踏まえることとし、主としてそれ以降の本

計画関係者の取組について中間的な評価を行う。 

 

（※1） 深海地球ドリリング計画の経緯 

米国主導の国際深海掘削計画(ODP)を引き継ぐプログラムとして、地球深部探査船を日

本が開発して米国 JR 号とともに国際的に運用し、日本が国際共同研究を主導する案が国

際的に合意され、海洋科学技術センター（現 独立行政法人海洋研究開発機構）により、

「深海地球ドリリング計画」として提案された。 

本計画の科学的、社会的意義および技術的妥当性や運用体制、本計画の進め方につ

いて評価を行うため、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての

大綱的指針（平成 9 年 8 月内閣総理大臣決定）」に基づき、航空・電子等技術審議会地球

科学技術部会に「深海地球ドリリング計画評価委員会」が設置された。 

 

（※2） 前回中間評価時の評価の対象 

・ 国際深海掘削計画（Ocean Drilling Program：ODP）で用いられていた科学掘削船

の技術的限界を超える能力を持つ、地球深部探査船（ライザー掘削船）及び関連

技術を開発する。 

・ 日本の地球深部探査船と米国の従来型掘削船などが相互補完する統合国際深

海掘削計画（Integrated Ocean Drilling Program: IODP）を推進する。 

・ IODP によって得られたコア及び掘削孔を用いた地球科学及び生命科学の研究

を総合的に推進する。  
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２．評価の実施体制と方針 

 

２．１ 評価の実施体制 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会深海掘削委員会が評価を行い、報告書を取り纏

めた。同委員会は、深海地球ドリリング計画に直接的に関与しない委員によって構成され、

平成 21 年 2 月に文部科学大臣により決定された評価指針に基づき、評価に取り組んだ。 

 

２．２ 評価の観点 

評価指針に基づき、深海地球ドリリング計画の中間評価を実施した。評価の観点は以下

のとおりである。 

① IODP は意義ある計画となっているか。 

② 我が国が IODP を主導できているか。 

③ 国内における IODP 関連活動の推進体制が築けているか。 

④ 海洋研究開発機構の保有する地球深部探査船「ちきゅう」が深海地球ドリリング計

画を遂行するのに十分な性能を備えた船であるか。 

⑤ 安全で効率的な「ちきゅう」の運用環境が築けているか。 

⑥ 人材育成に努めているか。 

⑦ 普及広報活動を積極的に実施しているか。 

 

２．３ 評価結果などの扱い 

評価結果は、プロジェクトの目標・計画の見直しなどに適切に反映させることを目的とする。

これらの評価経過や評価結果などについては、国民に分かりやすい形で公表するなど、積

極的に情報提供を行う。 
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３．深海掘削の経緯 

 

３．１ 深海掘削の歩み 

科学的な深海掘削への取組は、1959 年に提唱されたマントルへの到達を目標とする「モ

ホール計画」を起源とする。モホール計画では、1961 年にカス１号という掘削船を用いて世

界初の深海掘削を行ったが、約 170m のコアを得ることしかできなかった。モホール計画は、

1968 年からのグローマー・チャレンジャー号を用いた深海掘削計画（Deep Sea Drilling 

Project、以下「DSDP」という）に受け継がれ、1975 年からは、米国国立科学財団（National 

Science Foundation、以下「NSF」という）主導の国際プロジェクトとして実施され、我が国から

は東京大学海洋研究所が参加した。 

その後、米国主導のもと、22 箇国が参加する国際深海掘削計画（Ocean Drilling Program、

以下「ODP」という）が1985年から 2003年まで行われた。これらの深海掘削計画は、プレート

テクトニクスの証明、白亜紀の温暖化地球の把握、小天体衝突による生物大絶滅の詳細な

過程の解明など多くの成果を上げ、地球科学の発展において重要な役割を果たした。 

 

３．２ 統合国際深海掘削計画（IODP） 

IODP は、ODP 後の新しい計画として 2003 年 10 月より我が国と米国によって開始された

国際研究協力プロジェクトであり、その後、欧州及びカナダの 12 箇国で構成される欧州海

洋研究掘削コンソーシアム（European Consortium for Ocean Research Drilling、以下

「ECORD」という）及び中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルが参

加し、国際的な推進体制が構築された。IODP は、我が国が提供するライザー方式の地球

深部探査船「ちきゅう」と米国が提供するノンライザー方式の科学掘削船 JR 号を主力船とし、

欧州が提供する MSP を加えた複数の掘削船を用い、地球上の各地の海底を掘削すること

で、地球環境変動解明、地球内部構造解明、地殻内生命探求などの科学目標を達成する

ため、戦略的かつ効果的に研究が実施されてきた。 

IODP では、これまでの成果をもとに、今後 10 年間(2013 年－2023 年)の研究計画として

次期科学計画（New Science Plan、以下「NSP」という）を策定した。また、中央管理組織の簡

素化などを行い、2013 年 10 月より新たな枠組みのもとで次期 IODP として実施されることが

合意されている。 
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４．航空・電子等技術審議会による事前評価について 

 

今回の中間評価においては、平成10年12月の事前評価と、平成18年2月に科学技術・

学術審議会海洋開発分科会により行われた中間評価を踏まえることとしており、まず事前評

価に示された以下の内容について確認を行った。 

 

４．１ 航空・電子等技術審議会による評価の内容 

４．１．１ 地球深部探査船の開発の意義 

過去の急激な気候変動を高い解像度で復元するには、堆積速度の速い海域を掘削する

必要があるが、こうした海域では活発な生物生産に由来する石油・ガスが存在することが多

い。従来型掘削船では石油・ガスの噴出を防止する能力がなく、掘削に危険が伴うため、石

油・ガス層を越えて掘削することができていない。また、従来型掘削船には掘削孔を安定化

させる能力がないため、掘削孔の崩壊などの危険性があり、ジュラ紀の地層、地震発生ゾー

ン、マントルなどの海底下大深度の掘削を行うことが困難である。 

上述の問題を解決する技術として、旧海洋科学技術センター（現海洋研究開発機構）に

より、石油掘削で採用されているライザー掘削技術を高度化し、石油・ガス存在海域での科

学掘削を可能とし、海底下 7,000m まで掘削する能力を持つ地球深部探査船の開発が提案

された。当初は水深 2,500m 級の海域で科学的成果を得つつ運用データを蓄積のうえ、水

深 4,000m 級でのライザー掘削を行うことを最終目標としている。 

この提案については、「ライザー技術国際ワークショップ」（海洋科学技術センター、東京

大学海洋研究所他共催により 1996 年実施）において、深海掘削に精通した国内外の科学

者及び技術者による技術評価の結果、妥当であると結論付けられ、海洋研究開発機構によ

り開発されることとなった。 

 

４．１．２ 科学技術上の意義 

（１） 科学的目的と意義  

IODP によって初めて実現するライザー掘削船とノンライザー掘削船の 2 船体制の下で、

新たに可能となるもしくは飛躍的に進展すると考えられる研究課題の主要なものは次のとお

りである。 

 

① 海洋底堆積物の分析による古環境の研究 

地球深部探査船は、より深層への掘削及びより完全なコア採取により、過去2億年の環境

変動の解明を可能にする。また、従来掘削できなかった地点における掘削などが可能となる

ことから掘削地点の増加を促し、より精密な地球環境の時間的変動及び地域的相違を解析

することができる。 
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② 地震発生機構の研究 

海底下数kmに位置するプレート境界域地震発生ゾーンの掘削及び直接観察が可能とな

り、掘削孔における長期孔内計測の結果と併せて、巨大地震発生機構の解明に有力な情

報を提供する。 

 

③ 巨大火成岩岩石区の掘削によるプリューム・テクトニクスの検証 

巨大火成岩岩石区を貫通する掘削が可能となることにより、巨大マントル上昇流が地球

環境変動を支配したとするプリューム・テクトニクス仮説の検証も含め地球規模の環境変動

の基本原理の解明に貢献する。 

 

④ 地殻内生命の探索 

ライザー掘削は、地下 4,000m まで広がる可能性がある地下生命圏の実態解明を可能に

し、更には、熱水域における微生物の解析によって、生命の起源に迫る発見が期待される。 

 

⑤ メタンハイドレートの生成と崩壊の機構の研究 

従来型科学掘削では不可能であったメタンハイドレート層を掘削・調査することにより、そ

の形成及び崩壊と地球環境変動の因果関係を解明することが可能となる。 

 

以上のように、深海底掘削研究に地球深部探査船を投入することは、地球と生命に関す

る広範囲な科学分野に大幅な前進をもたらすことが確実と考える。なお、これらの各科学目

標については、地球深部探査船「ちきゅう」の優れた掘削能力により達成されるものであり、

他に適当な代替手段がないと認められる。 

 

（２） 技術的意義 

ライザー掘削技術は、海底油田の探査のために開発され発展してきたものであるが、その

分野における我が国の技術は、オイル・メジャーを持つ欧米各国の技術に比べ大きく遅れ

ていることは事実である。このため、地球深部探査船を我が国が建造することにより、特殊試

料採取システムなど、海洋研究開発機構が取り組んできた科学掘削に不可欠な要素に関

する研究開発成果を活用するとともに、外国技術の導入により世界の英知を集めることで、

自前の技術体系を構築することは大きな意義がある。 

また、本計画の技術的波及効果については、大水深の石油・天然ガス開発、将来の二酸

化炭素深海貯留などの深海での技術に留まらず、陸上での科学目的の深部地下掘削や、

資源探査を始めとする実用上の深部地下調査のための技術的基礎をなすものとして、潜在

的価値を持つものと考えられる。 

 

４．１．３ 技術的妥当性及び開発の進め方 

ライザー技術は海底石油探査で用いられているが、この方法により科学的に価値のある

コア試料を採取した例はない。また、水深 2,500m 以深の海域でのライザー掘削は世界的に

146



 

- 11 - 

も未踏の領域であり、本計画は技術的にチャレンジングである。しかし、我が国はライザー掘

削船の建造を多数海外から受注していることやライザー技術国際ワークショップにおける評

価結果などを踏まえれば水深 2,500m 以深でのライザー掘削は実現可能と判断される。 

但し、水深 4,000m 級での運用を目指すには、水深 2,500m 級掘削において科学的成果

を得つつ運用技術を習得し、その運用データから水深 4,000m 級を目指していくことが妥当

と考える。また、ライザー技術に関し、常に革新的な技術開発に関心を持っていかなければ

技術の陳腐化の恐れがあることにも留意すべきである。 

 

４．１．４ 社会的・経済的意義及び緊急性 

本計画は、第一義的には世界の科学者の支持のもとに進めていく科学目的の計画であり、

人類が共有しうる知的資産である科学に我が国が率先して貢献する意義が大きいと考え

る。 

しかし、本計画はそれのみに留まらず災害、地球温暖化などの社会が直面する課題につ

いて、これらのメカニズムの解明に向けた国際的な地球科学の進歩及びその進展に必要な

研究体制の整備とも相まって、課題の解決に結び付くものと考えられる。これらの諸課題へ

の取組の重要性、緊急性を踏まえれば、本計画に緊急に取り組むべきと考える。 

 

４．１．５ 運用及び研究の進め方 

（１） 運用体制 

深海掘削は、地球規模の科学的な課題を解決するために、世界各海域で掘削を行うこと

から、本質的に国際協力を必要とする。本計画が、過去長期にわたり成果を挙げてきた

ODP の国際協力体制を引き継いで発展させた IODP の一環として行われることは適切かつ

有効である。また、2 船体制は４．１．２で示したように、科学目標を最大限に実現するうえで

効率的な運用体制であると認められる。 

国際的な費用分担については、本計画の成果から我が国が受ける科学上の便益が大き

いこと、我が国は、地殻の変動帯に位置するアジア・太平洋諸国の中心となって、地球内部

の研究を先導すべきであることからみて、我が国が地球深部探査船を建造することが適切

である。また、運用段階において 2 船の運用費を利用の割合に応じて国際分担する考え方

は合理的であると考えられ、その実現に向けて各国に対し一層積極的に働き掛けていくこと

が重要である。 

 

（２） 研究体制 

本計画では研究体制の整備が最も重要かつ困難な課題であり、関係機関が地球深部探

査船の完成までに、より多くの研究者を結集することのできる研究体制の整備について最大

限の努力を払うべきである。 

本計画のもとで我が国が研究面で十分な成果を上げるためには、掘削船の運用とプロジ

ェクト推進の中核となる研究拠点と、多様な発想で掘削試料や計測データから研究成果を

産み出す多数の分散した小規模の研究グループとが連携し、相互に牽引しあう研究体制を
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整備するなどの取組が必要である。同時に、研究管理及び研究支援についても、組織の整

備、人材の養成とともに、若手研究者への支援、関連陸上施設の設置など、十分な措置を

地球深部探査船の完成までに講じるべきである。 

 

４．１．６ 費用対効果 

科学目的の計画によって将来どれだけの社会的、経済的効果が生じるかについて、確度

の高い数値を導くことは現時点では困難なことである。それを前提として、気候変動、地震な

どに関する本計画の効果を考えると、地球深部探査船の建造・運用などに投入する費用に

比べて十分に大きいものと推定されている。 

また、本計画は、我が国が 21 世紀における役割を踏まえ、かつてない規模で新しい科学

の開拓に主導的に取り組むものであり、若い研究者や次世代の人々が研究や開発に対す

る夢を育むことのできる新たな活躍の場が作られる効果が大きい。また、我が国の科学技術

領域での活動に対する国際的評価が一段と高まるという効果も認められる。 

 

４．１．７ 総合評価 

本計画は科学技術上大きな価値を有するものであり、また、その成果は地球環境、災害

防止、資源問題などの社会的課題にも貢献するものと判断される。本計画によって我が国

が新しい科学領域を開拓し、かつてない規模で国際的な科学計画に主導的に取り組み、総

合研究体制をつくることは 21 世紀の我が国の科学技術の発展に必要なものと認識される。 

本計画の推進には、特に研究体制の整備に最大限の努力を払い、絶えず社会に情報を

提供するとともに、本計画の進行に伴う開発及び運用の主な区切りにおいて計画の実施状

況及び将来計画に対する評価を行い、本計画を次の段階に進めるべきか検討すべきであ

る。 

 

４．２ 航空・電子等技術審議会評価についての確認 

事前評価の結果として、本計画は科学的、技術的及び社会的意義が大きいものであるこ

とから、我が国が地球深部探査船「ちきゅう」を建造し、IODP を推進することとなった。前回

中間評価に引き続き今回の中間評価においても、この結論について、現在も妥当であること

を確認した。 
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５．科学技術・学術審議会による前回中間評価について 

 

今回の中間評価においては、平成 10 年 12 月の事前評価に加え、平成 18 年 2 月に科

学技術・学術審議会海洋開発分科会により行われた前回中間評価を踏まえることとしている

ため、前回中間評価に示された以下の内容について確認を行った。 

 

５．１ 深海地球ドリリング計画に対する評価 

５．１．１ 地球深部探査船に関する取組について 

（１） 「ちきゅう」の建造 

「ちきゅう」はライザー掘削方式などの採用によって、事前評価で適当とされた性能を満足

する船となっている。今後、国際運用に向けて着実に準備を進めるとともに、科学者のニー

ズに応え、地殻とマントルとの境界（モホロヴィチッチ不連続面）を貫くため、機器開発及び

運用技術の検討を行なっていくことで、水深 4,000ｍ級での大深度掘削の実現に向けて取り

組むべきである。 

「ちきゅう」の建造については、我が国に技術力が蓄積するような建造形態を確保しつつ、

適切な体制で建造されたと認められる。 

 

（２） 「ちきゅう」及び関連施設の運用環境 

「ちきゅう」の運用環境は、その艤装に携わり、十分な実績を有する国内外の会社の人材

が配置されることにより、円滑な運用に必要な体制が備えられている。また、安全管理システ

ムの導入、事前調査としての地質の把握などにより、安全な運用のための総合的な体制が

適切に構築されている。 

「ちきゅう」の船上研究支援体制の整備については、専門家の意見を反映しつつコアを適

切に処理し、解析できるよう取り組まれている。高知大学海洋コア総合研究センターについ

ても、IODP などにより採取されたコアの適切な保存・解析に必要な整備が行われている。 

 

５．１．２ IODP の構造と我が国の取組について 

（１） IODP の意義 

IODP の科学目標は地球環境変動解明、地球内部構造解明及び地殻内生命探求を 3 大

テーマとしたもので、我が国の国民の関心も高いと思われる地震発生機構などの理解を含

めた地球と生命に関する広範囲な科学分野に大幅な前進をもたらすと考えられる。また、

IODP で日米欧の複数の掘削船を用いることは、掘削の目的などに応じた計画的運用を可

能とし、科学目標を効率的に達成するために適切な体制となっている。 

IODP における「ちきゅう」の運用により、地震発生予測及び緊急通報による地震防災、気

候変動モデルの検証による将来予測の精密化などの科学的成果を用いた実用分野の発展

が期待され、我が国の社会・経済に対する波及的効果も大きい。 
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（２） IODP 主導国としての我が国の取組 

IODP において、日米は重要事項の決定について、同等に主導できることとなっており、

IODP の枠組みの構築に係る取組は評価できる。IODP を国際的なプロジェクトとして発展さ

せることは、主導国である我が国の課題であり、今後も、積極的に諸外国に参加を働きかけ

るべきであるが、我が国の貢献に見合う科学的、技術的成果が十分に還元されるよう、戦略

的に取り組むことも必要である。 

我が国は、「ちきゅう」及び海洋コア総合研究センターを IODP に提供することで、強くその

存在をアピールできている。今後はこれらハードの活用を含むソフト面で参加各国をリードし

ていくことが重要である。 

我が国の研究者は関連会合に数多く参加しており、その活動は業績として高く評価され

るべきである。今後は、会合においてより積極的に参加できる体制の確立及び会合への派

遣の継続による人材育成が必要である。また、我が国の研究者が IODP の研究航海に参加

し、共同首席研究者として活動していることは評価できる。乗船研究は、関連研究推進など

の観点から最も重要な活動の一つであり、継続して参加できるよう一層配慮されるべきであ

る。 

 

（３） 国内における IODP 関連研究の推進体制 

海洋研究開発機構内での IODP 関連研究を我が国の中心として総合的に推進する組織

の設置、J-DESC の設立、国内統一目標の策定など IODP を主導するための研究体制の構

築が進められ、継続的な検討が行われており、これらの活動に研究者が主体的に取り組ん

でいる。今後も、研究者の活動の円滑化及び活性化に努めるべきである。 

しかし、必要な事前調査費の確保などの問題のために、掘削計画の提案という IODP の

根幹となる活動において、我が国はリードできていないことから、新規の掘削計画開拓のた

めの研究を担う競争的資金及び我が国が IODP 主導国としての責務を果たすための活動を

担う経常的な予算措置による研究支援体制について早急に検討する必要がある。 

 

５．１．３ 人材の育成について 

海洋研究開発機構及び J-DESC は、研究者の経験蓄積の促進、大学・研究機関におけ

る IODP 関連活動への理解に繋がる活動など研究者の育成に取り組んでいる。今後は、次

代の IODP をリードする研究者の育成のため、若手研究者の乗船研究機会の拡大及び興

味を喚起するアウトリーチ活動に一層取り組んでいくことが重要である。 

また、同機構は、米国の掘削船への乗船を支援することで技術者を育成してきた。ライザ

ー掘削技術については、海底油田の探査のために開発され、発展してきたものであることか

ら、我が国が遅れていることは事実であり、欧米の優れた掘削技術の我が国への移転に早

急に取り組むことが必要である。 

更に、我が国の IODP におけるプレゼンス向上及び国内研究者組織運営のため、科学的

知識を持ちながら国内外の機関でマネジメントに従事する人材育成が課題である。 
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５．１．４ 国民への説明について 

「ちきゅう」の必要性及び IODP の科学的成果に関する理解はもとより、科学技術の理解

増進及び活性化を図る活動が行なわれている。今後は完成した「ちきゅう」を活用し、国民

の関心の高いプロジェクトとして認知されるよう努力すべきであり、特に、中高生を対象とした

教育的な観点からの広報などに継続的に取り組んでいくことが必要である。 

更に、IODP 推進を通じて育成された人材の産業界での活躍の場の提供などが実現する

よう努力すべきである。 

 

５．２ 総合評価 

事前評価の際に大きな価値を有すると評価された深海地球ドリリング計画は、我が国にと

って科学的及び社会的に意義が高いものであることを確認した。また、世界最高の科学掘

削船である「ちきゅう」の建造及び関連施設の運用環境の整備、国際的な IODP の推進体制

の構築を中心とした我が国の主導国としての取組、人材の育成並びに国民への説明といっ

た我が国の取組は、科学的、社会的ニーズなどを踏まえ、関係各機関により適切に行われ

てきていると認められる。よって、我が国が深海地球ドリリング計画を推進することは極めて

有意義であると評価できる。今後は、その成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献してい

くために、関係者が更に協力し、計画推進により一層取り組むべきである。 

但し、深海地球ドリリング計画の推進に際しては、本評価において指摘された留意点に対

処することが必要である。特に、事前評価でも指摘された研究体制の整備については、必

要な研究推進組織が構築されたと評価できるものの、IODP の根幹となる掘削計画の提案な

ど関連研究活動については課題があり、引き続き改善に向けて努力することが必要である。 

 

５．３ 科学技術・学術審議会による前回中間評価についての確認 

前回中間評価の結果として、本計画は科学的、技術的及び社会的意義が大きいもので

あることが確認され、「ちきゅう」を提供する IODP の主導国として取り組むことが極めて有意

義であると確認された。今回の中間評価においても、この結論について、現在も妥当である

ことを確認した。 
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６．前回中間評価後の深海地球ドリリング計画に対する評価 

 

６．１ 深海地球ドリリング計画に対する評価 

科学技術・学術審議会海洋開発分科会（平成 18 年 2 月）による前回中間評価後の深海

地球ドリリング計画への取組について、これを推進してきた国内の関係者より説明を受け、

以下の結論を得た。 

 

６．１．１ IODP の構造と我が国の取組について 

IODP は、我が国が提供する「ちきゅう」（ライザー掘削船）及び米国が提供する JR 号（ノン

ライザー掘削船）に欧州の提供する MSP（任務形態に応じた傭船）を加えた 3 船体制による

相互補完により、統一した科学目的を実現する国際掘削計画である。この多国間国際協力

プロジェクトの意義、主導国としての我が国の取組、国内における関連研究の推進体制に

ついて評価を行った。 

 

（１） IODP の意義 

① IODP 科学目標とその意義 

IODP は、深海掘削によって地球システム変動などに関する科学的調査を行うことを目的

とし、その科学目標は IODP 初期科学計画（Initial Science Plan、以下「ISP」という）において

示され、国際的に共有されている。ISP は「地球環境変動解明」、「地球内部構造解明」、「地

殻内生命探求」を 3 大テーマとしたものである。これは、航空・電子等技術審議会で評価さ

れた科学的目的ともその方向性は一致し、前回中間評価においても我が国にとって意義の

あることが確認された。 

また、平成 21 年 9 月にドイツのブレーメン大学にて、平成 25 年 10 月以降の次期 IODP

における科学目標（NSP）について議論を行う次期科学目標検討会議（IODP New Ventures 

in Exploring Scientific Targets、以下「INVEST」という)が開催され、世界 21 箇国から約 600

名の科学者が参加した。INVEST では、現行 IODP の ISP に対する取組状況及び研究者コミ

ュニティの意見を踏まえて、次期IODPにおける科学計画の策定作業が行われ、我が国から

は、我が国の意見が十分に反映されるよう、J-DESC を中心とした国内ワークショップにおけ

る議論を経て INVEST への意見書提出を行うとともに、INVEST 運営委員会や NSP の執筆

委員会にも日本研究者の推薦を行った。会議の結果、「気候・海洋変動～過去を読み解き、

未来を語る～」、「生命圏フロンティア～深部生命、生物多様性、生態系の環境影響力～」、

「地球活動の関連性～地球深部の活動とその表層環境への影響～」及び「変動する地球～

人間活動の時間スケールにおける地球変動プロセスと災害～」の 4 つの科学研究テーマと

14 の研究課題を定めた NSP が平成 23 年 6 月に策定された。 

以上から、IODP 科学目標は海洋掘削によって期待される地球科学の分野で最も先鋭的

な課題をテーマとしており、我が国が主導して海洋掘削科学を進めて行く意義は大きいと認

められる。また、次期 IODP の目標も、人類が直面している自然環境や生物多様性などの問
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題解決の糸口となる優れた課題がテーマとなっており、引き続き我が国がこの分野を主導す

る意義は大きい。これらの科学目標に取り組むことは、我が国の科学技術の発展に寄与が

期待されるとともに国際的研究における我が国のプレゼンス高揚も期待され、その意義は極

めて大きい。（詳細は参考資料２-１．１ 科学目標） 

 

② 「ちきゅう」による科学的成果 

科学掘削を目的として建造された船は「ちきゅう」以外に存在せず、世界の研究者が「ちき

ゅう」を用いた調査研究に参加するべく、科学提案を競っている。IODP の科学目標に沿っ

た審査によって選ばれた科学提案に基づき、これまでに地球内部構造解明－地震発生帯

を対象とした「南海トラフ地震発生帯掘削」、「東北地方太平洋沖地震調査掘削（Japan 

Trench Fast Drilling Project、以下「JFAST」という）」及び地殻内生命探求－深部生物圏を

対象とする「沖縄熱水海底下生命圏掘削」、「下北八戸沖石炭層生命圏掘削」の4箇所での

研究航海（全 12 回）を行っている。 

南海トラフでは、東南海地震（海溝型巨大地震）の想定震源域において掘削を行い、プレ

ート境界浅部、巨大分岐断層浅部、付加体などの部分から地質試料を採取することに成功

し、過去の巨大地震時（1944 年東南海地震）に活動した断層を特定するとともに、断層部分

の摩擦特性の変化の把握に成功した。また、本掘削域地層内の応力状態（方向や大きさ）

の把握に成功した。これら海洋プレート沈み込み帯の構造解明に資する重要な知見の蓄積

によって、地震発生メカニズムの解明に向けた研究が促進されている。更に、「ちきゅう」によ

って設置された長期孔内観測装置が地震・津波観測監視システム（DONET）に接続された

ことにより、海底下に設置された観測装置を通じて、ノイズの少ない地震情報（歪、温度、圧

力、地震波など）の収集や、想定震源地に近い場所でのリアルタイムのモニタリングが可能

となった。 

JFAST は 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の震源域の海溝軸周辺の断層滑りメカニ

ズムを解明するために計画され、速やかな研究航海の実施により、世界で初めて地震発生

後の早期段階で海底下断層部の掘削を行い、摩擦熱を直接計測することに成功した。優れ

た操船・操縦技術により水深 6,889.5m の海底に設けられた孔口装置に 55 台の温度計群を

挿入し回収するという快挙を成し遂げている。また南海トラフと同様に断層部の地質試料の

採取と応力調査も行われ、これまで地震性滑りが発生しないと考えられていた海溝軸付近

の断層においても、歪エネルギーが蓄積し大きな滑りが発生する可能性のあることを科学的

に裏付けることに成功した。 

沖縄トラフでは、伊平屋北熱水活動域の海底熱水噴出口周辺を掘削することによって、

海底下生命圏の限界を探るとともに海底熱水鉱床の形成メカニズム解明を目指した。海底

下の熱水滞留帯の物理化学的な分析を行い、熱水域で活動する微生物は水温約 150 度を

境に活動領域が限られることを発見した。また、周辺域の掘削調査により熱水域の立体的な

広がりを明らかにし、これまで考えられたよりも規模の大きな熱水循環系が存在することを明

らかにした。 

下北八戸沖では、海底下に存在する石炭層やメタンハイドレートを巡る炭素循環の解明
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を図ることを目的とし、これまでのライザー方式における科学海洋掘削の世界最深記録

（2,111m）を更新する海底下2,466mの石炭層までの掘削を行った。調査で深海底下の生命

圏の限界を探る中で、極限環境に適応して進化したユニークな生命活動の実態が少しずつ

明らかになりつつある。これまで海底下にはバクテリアが優先的に存在すると考えられてい

たが、細菌でもバクテリアでもない古細菌（アーキア）が大量に生育していることが確認され

た。更に採取された掘削コア試料中の微生物の培養に成功し、二酸化炭素を同化するメタ

ン菌の存在を確認し、海底下の炭素循環システムを解明する手掛かりを得ることに成功し

た。 

以上のように、「ちきゅう」の研究航海の成果として多くの新しい科学的知見が明らかにさ

れ、成果を取り纏めた研究論文の多くが表彰を受けるなど、学術的な評価は高く、我が国の

科学の進歩に大きく貢献した。次期 IODP においても、伊豆・小笠原・マリアナ島弧やコスタ

リカ沖など世界の海を対象とした科学掘削が計画されており、引き続き人類が直面している

自然環境や生物多様性などの問題解決に対する取組が行われる予定である。（詳細は参

考資料２-１．２ 「ちきゅう」の科学的成果） 

 

③ その他の掘削船による科学的成果 

IODP では、ライザーシステムによって深部まで掘削可能な日本の「ちきゅう」と、浅部を柔

軟なスケジュールで掘削する米国の JR 号、また浅海や氷海などの特殊な条件下における

掘削に使用される欧州の MSP の 3 船がそれぞれの特性に応じて分担して科学航海を実施

する枠組みとなっており、IODP としての科学的成果は 3 船合わせたものとして評価される。 

米国の JR 号は前回中間評価以降に 19 回（全 29 回）の研究航海を実施しており、ニュー

ジーランド・カンタベリー堆積盆地における海水準変動の解明、赤道太平洋やベーリング海

における古海洋環境変動の解明及び南太平洋環流域や北大西洋中央海嶺における地下

生命圏の解明などに資する研究成果を得た。また、欧州の MSP は前回中間評価以降に 2

回（全 4 回）の研究航海を実施し、ニュージャージー沖における海水準変動解明及びグレー

トバリアリーフの環境変動の解明などに資する成果を得ている。これらの科学航海には日本

からも毎回数人の研究者が乗船している。 

以上より、米国が提供するJR号や欧州のMSPにより得られた研究成果は、日本の周辺海

域のみならず世界的な広がりを持ち、地球科学の様々な分野を網羅しており、非常に多彩

な科学的成果を得ている。またそれらの研究航海には総計 242 名（うち 20 名が共同主席研

究者）の日本人研究者が参加しており、我が国の科学コミュニティの能力向上に大きく貢献

している。（詳細は参考資料２-１．３ その他の掘削船による成果） 

 

④ 社会・経済への波及効果 

深海地球ドリリング計画は、第一義的には人類が共有しうる知的資産である地球科学の

成果に我が国が率先して貢献するため、世界の科学者の支持の下に進めていく科学目的

の計画である。一方で、我が国の社会が直面する課題の解決に結びつくものでもあるべき

であり、国内研究においても最重要テーマとして位置づけられている。 
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これまでの「ちきゅう」の科学掘削による防災・減災対策への波及効果として、南海トラフ掘

削の調査結果から海溝軸付近において断層滑りによると考えられる高温度履歴を検出し、

プレート境界断層浅部が地震時に動いている可能性があることが分かり、地震・津波規模推

定の見直しが図られたことや、長期孔内観測装置を設置し、地震・津波観測監視システムに

接続されたことにより、微小な地殻変動や地震動を即刻にとらえることが可能になったことが

上げられる。今後、被害予測などのモデリングや警報システムの精度が向上し、人的、経済

的被害の軽減に結びつくことが期待される。 

また、海洋資源の利活用に対しては、沖縄トラフで従来の予測を上回る海底熱水鉱床が

発見され、その熱エネルギーに対する発電利用及び有用金属鉱物資源の回収の可能性が

示唆されたことや、下北八戸沖の孔井で採集されたメタン生成菌などの有用微生物の培養

で、二酸化炭素の地下貯留と地下微生物の活動によるメタン生成・回収などの基礎研究が

開始されたことがあげられる。 

技術開発成果による波及効果としては、資源エネルギー庁のメタンハイドレート海洋産出

試験において「ちきゅう」が使用され、実際に生産井、観測井の掘削に成功し、生産性テスト

も行い商業化評価の推進役となったことがあげられる。また「ちきゅう」用に開発された自動

船位保持システム及びアジマススラスタなどは、4 ノット程度の強い海流下でも安定して船位

を保持し掘削可能であることが実証され、次世代掘削船などで採用され始めており、既に我

が国のアジマススラスタが複数船に装備されるまでになっている。 

人材育成による波及効果としては、海洋掘削を行える国内人材が育成されたことがあげら

れる。「ちきゅう」が導入された当初は、掘削船運用業務を担える国内企業が存在せず、海

外の企業に委託していたが、平成 19 年度より新たに設立された国内企業に引き継がれた。

その後、徐々に日本人比率を増大させたことにより、国内人材による操船及び掘削の経験

が蓄積されてきている。これまで操船を行う船位保持システムオペレーター、ドリリングを担

当する掘削技術者など種々の人材が育成されている。 

「ちきゅう」が取り組んだ沈み込み帯における地震メカニズムの解明に関する研究は世界

をリードするものであり、「ちきゅう」でしか為し得ない活動を通じて、防災分野に対して重要

な科学的知見を集積する貢献をしている。これらについては、今後も防災・減災に関する総

合システムへの組み込みに向けた取組が必要である。また、海底下生命圏や資源に関する

研究については、二酸化炭素と地下微生物の活動によるメタン生成・回収などの基礎研究

が開始されている。更に海底熱水域においては鉱物採取源としての可能性を探る研究活動

が行われており、今後の展開が期待される。一方、技術開発の成果としては、我が国唯一の

ライザー掘削船として数多くの波及効果が発現されつつあり、「ちきゅう」のポテンシャルが高

く評価される中で、今後、資源探査や防災対策のための利用と基礎科学推進のための利用

とのバランスをどのようにとるか、一層の議論が必要である。（詳細は参考資料２-１．４ 期待

される社会・経済への波及効果） 
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（２） IODP 主導国としての我が国の取組 

① 国際的な IODP 推進体制の構築とリーダーシップ 

現行 IODP は、文部科学大臣と米国国立科学財団（NSF）長官が署名した覚書に基づき

平成 15 年 10 月より開始され、平成 16 年 3 月には欧州及びカナダ、平成 16 年 4 月には中

国、平成 18 年 6 月には韓国、平成 21 年 6 月にはインド、豪州・ニュージーランド（コンソー

シアム）、平成 24 年 8 月にはブラジルが参加し、全 26 箇国が参加する多国間国際協力プロ

ジェクトとなっている。IODP では参加各国を代表する科学者及び技術者により構成される科

学諮問組織（Science Advisory Structure、以下「SAS」という）が科学計画について長期的な

指針を提示すると共に国際的な科学コミュニティから提出される掘削研究提案について科

学的優先順位などに関する審査を行い、結果を中央管理組織である IODP-MI に勧告する。

これに基づき掘削船を擁する実施機関が運用計画を作成し、IODP-MI はこれを統合して

IODP 年間事業計画案を作成する。日米両政府は、IODP 評議会を主宰し、年間計画をはじ

め IODP 全体の流れを監理している。IODP 参加国の代表者から構成される評議会は年 1

回開催され、議長は 1 年毎に交互に日米両国から選出される。我が国は、この枠組みを主

導するために、積極的な科学提案や委員などの派遣を行い、我が国の意見が適切に反映

されるよう尽力してきた。 

また、次期 IODP 枠組みのあり方について各国が議論する場として、International 

Working Group Plus（IWG+）が平成 21 年 6 月から計 9 回開催され、平成 24 年 6 月に開催

された IWG+において関係国間で、SAS の見直しや中央管理組織の合理化及び国際資金

の収集・配分制度の廃止などで大筋合意し、その後、次期 IODP の基本的な枠組みのあり

方に係る合意文書「Framework for International Ocean Discovery Program」が策定された。 

我が国は、IODP の枠組みの中で「ちきゅう」という主力掘削船を提供し、その研究計画に

責任を持つ国として、国際枠組みにおける運用や、研究計画管理を主導する取組を行って

きている。また次期 IODP の枠組みの構築については、航海毎に詳細な国際契約をすること

がなくなり、また「ちきゅう」が担う深部掘削の研究提案評価や大規模プロジェクト連携業務

が実施され、「ちきゅう」を効率的に運用できる枠組みとなるよう検討され、適切に取り組まれ

ていると評価できる。 

なお、我が国がこのような国際プロジェクトを主導するためには研究者・技術者の高いポ

テンシャルとともに、交渉担当者の強い交渉力、優れた国際共通言語能力が必要不可欠で

ある。（詳細は参考資料２-２．１ 国際的な IODP 推進体制の構築とリーダーシップ） 

 

② アジアを中心とした諸外国の IODP への参加促進及び連携 

IODP を主導的な立場で推進する我が国が取り組むべき重要な課題の一つとして、諸外

国の IODP への参加促進及び外国人研究者との連携により、IODP をより国際的なプロジェ

クトとして発展させることがあげられる。 

これまで、深海掘削研究に関する共同研究課題の発掘や研究提案の共同作成を目的と

した国際シンポジウム・ワークショップの開催や、国内及び国際学会での展示ブースによる

研究活動報告といった普及広報活動を行ってきている。また、日本人枠を使いアジアの若
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手研究者に乗船研究の機会を与えることも行っている。平成 20 年 9 月から 3 回に渡って開

催された日韓合同ワークショップでは、J-DESC 執行部会委員の尽力によって合同掘削提

案の土台が作られた後に提案書が提出され、しかるべき審査を経て掘削計画に組み込まれ

るのを待つ段階まで到達している。また平成 25 年 4 月に東京において開催された国際ワー

クショップ「CHIKYU+10」に、世界各国から研究者や技術者約 300 名が参加し、次期 10 年

間に実施する「ちきゅう」を活用した IODP プロジェクトについて議論した。 

次期 IODP においては、「ちきゅう」を利用した諸外国との連携の形態として、日米欧間の

相互協力関係に加え、分担金額により、「ちきゅう」レギュラーメンバー、「ちきゅう」パートナ

ーシップ、「ちきゅう」プロジェクトメンバーの 3 つのメンバーカテゴリーが創設され、諸外国の

多様なニーズに対応しつつ、IODP への参加促進及び連携強化を図るとともに、J-DESC や

高知コアセンターではコアスクールの英語化によるアジアの潜在的乗船予定者の参加を促

進することが計画されている。 

 これまで、アジアを中心とした諸外国の IODP への参加促進や連携構築に向け、様々な取

組がなされていると評価する。なお、貢献に見合うだけの科学的、技術的成果が我が国に

十分に還元されるよう、引き続き戦略的に取り組むことが求められる。（詳細は参考資料２-２．

２ アジアを中心とした諸外国の IODP への参加促進及び連携） 

 

③ 世界的研究拠点の提供 

我が国は、「ちきゅう」という世界唯一のライザー掘削方式による科学掘削船と「高知コア

センター」というコア保管・分析施設を IODP に提供しており、地球科学の国際コミュニティか

らは常に高度な研究インフラの提供を行うことが求められている。 

平成 19 年 9 月から平成 25 年 1 月の期間において、「ちきゅう」による IODP 研究航海は

11 回実施され、82 名の国内研究者を含む計 265 名の研究者が乗船し、船上での研究機会

を得た。高知コアセンターでは、現在約 94km 分のコア試料（IODP 以前に採取されたコア試

料を含む）を保管しており、これまで国内外の研究者から約1,000件の要請があり、約1万本

のコア試料の提供が行われた。また、IODP による研究航海後に、参加した研究者が高知コ

アセンターを利用する際の分析機器の利用支援などが行われている。更に、高知大学にお

ける全国共同利用枠を通じて大学など全国の研究機関への研究機器利用の開放が行われ

るなど、研究拠点としての有効活用に資する取組が積極的に行われている。 

次期 IODP においても、引き続き「ちきゅう」の最重要任務は IODP における科学掘削であ

るという方針の下に、「ちきゅう」というプラットフォームを世界の海に提供するとともに、高知コ

アセンターにおける IODP の世界 3 大コア保管庫としての機能・サービスを提供することとし

ている。 

我が国は、世界唯一のライザー掘削方式による科学掘削を可能とする「ちきゅう」を提供

することにより、IODP の主導国としての立場を強固なものにしている。また、世界 3 大コア保

管庫の一画をなす高知コアセンターは、コア提供及び研究施設として機能するのみならず、

膨大な数の試料情報がウェブサイトから見られるようにするなど、ソフト面でも参加各国をリ

ードした活動を行っている。我が国が IODP 主導国として果たすべき取組を適切に実施して
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おり、高く評価できる。（参考資料２-２．３ 世界的研究拠点の提供） 

 

④ IODP 運営への国内研究者の参加促進に関する取組 

我が国が IODP を主導的な立場で推進していくにあたり、IODP 関連会合における議論や

掘削船上における研究活動を主導できるよう、適切な国内研究者を委員会委員や乗船研

究者として派遣することが重要であり、そのための国内支援体制の整備が必要である。 

これまで、文部科学省及び海洋研究開発機構は、J-DESC と連携の下、国内研究者が

SAS の委員会・パネルに出席するための旅費を支援するほか、SAS 会議の検討内容に我が

国の意見が適切に反映されるための方策として、各委員会・パネルに対応して J-DESC 所

属研究者で構成する国内委員会を設置し、SAS 会議の事前打ち合わせを継続的に実施し

ている。次期 IODP では、「ちきゅう」の IODP における運用方法を決定する重要な会議であ

る「ちきゅう」IODP 運用委員会（Chikyu IODP Board、以下「CIB」という）について、議長を日

本人研究者から選出するなど、我が国の委員の意見が適切に反映される体制となる。 

乗船研究者の派遣に関しては、海洋研究開発機構予算において、乗船に係る旅費のみ

ならず、乗船前の準備段階から乗船後研究までの一連の活動を支援する制度が整備され

ている。また、次期 IODP においても、我が国の研究者が米国及び欧州が提供する掘削船

による研究航海に参加できるよう、日本人研究者の他船への乗船枠が一定数設けられるこ

とで米国及び欧州と合意がされている。 

IODP では米国と同等程度の日本人枠を設けて取り組んだことにより、これまで多くの国

内研究者が各委員会や乗船研究に参画している。更に乗船研究や委員会参加者にむけた

様々な支援がなされ、国際的な場で活躍する日本人研究者が育ちつつあることは高く評価

できる。今後も国際会議などで主導権を握ることができるような人材育成に向けて継続した

取組が求められる。（詳細は参考資料２-２．４ IODP 運営への国内研究者の参加促進に関

する取組） 

 

（３） 国内における IODP 関連研究の推進体制 

我が国が IODP を主導する観点からは、単に委員会や共同研究に日本人研究者が参画

するだけではなく、我が国の研究者が提案した掘削計画が採択され、掘削実施を経て事後

研究へと展開するという一連の活動が十分に行なわれることによって初めて IODP を真に主

導しているといえる。このため、国内において研究者が主体的に IODP 関連研究を推進する

体制を構築・運営することが大きな課題であり、そのため、米国に倣って独立した科学者コミ

ュニティとして、J-DESC が平成 15 年 2 月に設立され、文部科学省による継続的な支援が行

われてきている。 

J-DESC は、国内の IODP における科学計画検討や掘削研究提案の促進を担っており、

SAS などの委員及び乗船研究者の推薦といった研究活動における国際的な調整や、国内

における IODP 普及活動などを行っている。また、参画する国内研究者支援として掘削提案

書作成に向けたワークショップや IODP 科学掘削による成果に関するシンポジウムなどを開

催している。これまで、次期IODPの科学目標を策定するINVEST会議に向けた国内研究者
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コミュニティの取組強化を目的とした「INVEST 国内ワークショップ」や、次期 IODP 期間中に

特に「ちきゅう」を使って重点的に取り組むべき科学テーマについて議論する「深海掘削検

討会」を主宰し、それぞれ報告書を取り纏めた。 

更に、我が国発の掘削提案を継続的に実行化していくための取組として、将来 IODP の

掘削提案作成に繋がる萌芽的な研究テーマを見つけ、合同ワークショップを行うことなどに

よる育成を図っている。また、具体的な掘削提案につなげるために必要となる事前調査など

について、海洋研究開発機構において必要な費用を支援する制度が整備されている。 

以上より、J-DESC を通じた研究者支援により国内の掘削科学が活性化し、IODP を支え

る研究者コミュニティとして確固たる体制が築かれた。また、研究者による研究提案などは活

発に行われており、IODP 航海において多くの日本人研究者による科学提案が採用されて

実施にまで至っており、国内における IODP 推進体制は十分に機能していると評価できる。 

今後も、研究活動を一層活性化させるためには、「ちきゅう」向けの大規模プロジェクトの

提案を絞り込んで人的資源を集中させる必要のある中で、若手研究者の挑戦的研究提案も

受入れながら研究者の裾野を広げていくという、相反する課題に取り組んでいかなければな

らない。また、地震学や地球環境史学など、関連する科学分野の他のコミュニティとの連携

強化に取り組む必要がある。（詳細は参考資料２-３． 国内における IODP 関連研究の推進

体制） 

 

６．１．２ 地球深部探査船「ちきゅう」に関する取組について 

IODP の主力掘削船として重要な役割を担う地球深部探査船「ちきゅう」の性能及び関連

施設の運用環境について評価を行った。 

 

（１） 「ちきゅう」の性能と研究者・運航者などの技術提案の反映状況 

「ちきゅう」による IODP 航海は日本近海の南海トラフ地震発生帯掘削計画から着手されて

おり、強い海流と低気圧の常襲する海域で運航されてきた。このような厳しい条件下での大

水深のライザー掘削及び試料採取では、従来にはない極めて困難な技術的課題の克服が

求められる。このため、最新の外国技術を導入するとともに、要素技術を独自開発するため、

従事する研究者・運航者の創意工夫などを積極的かつ適切に反映することが求められる。 

「ちきゅう」は平成 17 年 7 月末に海洋研究開発機構に引き渡された後、試験航海によって、

ライザー掘削システムや自動船位保持システム（Dynamic Positioning System、以下「DPS」と

いう）などの性能確認及び作動状況の把握が行なわれた。これらの作業を通して、運用管理

や保守管理、安全管理などのソフト面についても整備し、平成 19 年 9 月より IODP による運

用が開始された。 

「ちきゅう」による最初の IODP 航海として南海トラフ地震発生帯が選ばれ、現場海域では、

強い黒潮海流と台風や低気圧の常襲という厳しい海象気象条件での運航を強いられること

となった。そのため、標準の掘削能力に加え、高度な船位保持やライザーパイプの渦励振

（Vortex Induced Vibration、以下「VIV」という）対策が必要となった。これまでに、海流により

生じるライザーパイプの VIV を抑制するための整流装置「ライザーフェアリング」とライザーの
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挙動を観察するシステムの開発を行い、世界で唯一、強流下での掘削が可能な掘削船とな

っている。また、船位保持については運航方法やソフトウェアの改良を重ね、位置制動誤差

は数ｍの範囲にまで縮められてきている。 

これらの技術の蓄積により、「ちきゅう」は科学掘削における海面下ドリルパイプ長の世界

記録（水深 6,889.5m＋海底下 850.5m＝7,740m：東北沖の掘削）となるライザーレス掘削に

成功するとともに、海底下掘削深度の世界記録（海底下 2,466m：下北八戸沖の掘削）となる

ライザー掘削に成功した。更に、海底下の圧力を維持したままで試料採取するシステムを開

発し、メタンハイドレートを海底下の状態のまま回収することに成功している。 

以上、様々な技術改良の積み重ねにより、「ちきゅう」は日本近海の強い海流、厳しい海

象気象条件下でも掘削可能な能力を備えるプラットフォームとなった。また、大深部の海底

下からメタンハイドレートや微生物をそのまま採取することが可能な高品質のコアサンプルシ

ステムが開発され、調査研究の基盤が飛躍的に整備されてきた。将来、地殻とマントルとの

境界を掘削することを目指して、目標とする水深 4,000m ライザーシステムや高温に耐えるド

リルビット、測定機器の開発に引き続き取り組む必要がある。（詳細は参考資料２-４．「ちきゅ

う」の性能と研究者･運航者等の技術提案の反映状況） 

 

（２） 「ちきゅう」及び関連施設の運用環境 

① 効率的な運用体制の整備 

「ちきゅう」は、多くの乗船人員及び掘削関連機器、船位保持装置、アジマススラスタなど

非常に特殊な機器を搭載しているため、その運用については、円滑な運用体制を確保する

ために十分な検討が必要である。 

「ちきゅう」は大水深・大深度の掘削が行える我が国で唯一の掘削船であり、建造当初は

「ちきゅう」を単独で運用するノウハウを持った会社が国内に存在しなかったため、運航委託

会社が掘削作業と操船作業のノウハウを補完するため、個別に海外の掘削会社と契約し技

術者を受入れた。平成 19 年度に、日本マントル・クエスト（株）が設立され、技術審査などを

経て同社への運航委託が決定し、我が国で掘削・操船業務を一元的に実施する体制が実

現した。その後、日本人船員の育成が進められ、技術移転が図られるとともに、陸上支援部

門（船員確保、掘削資機材調達、保守修繕業務など）においても、国内と海外の 2 拠点であ

ったものが国内事務所で一元管理されるようになり、業務の効率化とともに陸上支援業務の

ノウハウの蓄積が図られた。 

 以上より、効率的な運用体制が整備されているだけでなく、ライザー掘削船の運用が日本

企業によって行われ、日本人船員、掘削要員が育っていることは高く評価される。「ちきゅう」

は、その特殊さゆえに運用スケジュール管理に様々な困難を伴うため、スケジュール変更時

における研究活動との調整をマニュアル化するなどの工夫が求められる。 

 

② 継続的な運用のための維持管理体制の整備 

「ちきゅう」による調査の対象となる海域は世界各地に及ぶため、各地を移動しながら高度

なライザー掘削システムを継続して運用するためには、維持管理について特段の配慮が必
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要である。 

「ちきゅう」の性能を維持するための保守業務は、海洋研究開発機構が整備した設備（ア

ジマススラスタ、水中テレビカメラシステムなど）については同機構が行い、その他の法定検

査などの保守業務は運航委託先が運航と保守を一括して実施する契約となっている。法定

検査を実施するにあたっては、科学掘削船の整備・補修ノウハウを国内の造船所に広めるよ

う、中間検査（2～3 年に一度）及び定期検査（5 年に一度）を実施する造船所については一

般競争入札により決定している。 

以上より、「ちきゅう」の運用に伴う定期検査は確実に行われている。また、機器の保守・整

備・更新を順次行っており、老朽化に備えている。また、科学目的達成のために必要な機器

開発、搭載の迅速化も進められている。（詳細は参考資料２-５．１ 「ちきゅう」運用及び維持

管理体制の整備、５．２ 「ちきゅう」の運用実績） 

 

③ 安全及び環境保全に配慮した運用体制の整備 

「ちきゅう」が実施するライザー掘削は、パイプの連結など、重量物を直接取り扱う危険作

業であるとともに、暴噴などによって生態系に重大な影響を与える恐れがあり、事前審査か

ら現場作業監理まで、安全及び環境保全に関する多岐にわたる事項について、特段の配

慮が必要である。 

そのため、「ちきゅう」の研究航海実施にあたっては、研究提案が承認されてから実施に

至るまで凡そ 3 年の準備期間を要する。掘削候補地周辺の海底下の地質状況を調べるた

めに衝撃波による 3 次元解析を行い、ガス噴出の可能性などを調査し、生態系への影響を

最小限にとどめる対策を検討する。更に海流や気象条件の情報収集分析を行い、漁業調

整、掘削許可申請、保守申請などの必要な手続きを行う。 

また運航委託会社及び海洋研究開発機構それぞれで環境保全管理システム（Health 

Safety & Environment Management System、以下「HSE-MS」という）を構築し業務実施の管

理監督を行っており、これまでメキシコ湾原油流出事故や東日本大震災での津波被害事故

を踏まえてガイドラインなどの見直しを逐次行っている。 

これまで安全及び環境保全管理が徹底されたことにより、厳しい海象気象条件下での運

用が続く中で、更に津波といった天災にも見舞われながらも、大きな人的災害を起こしてい

ないことは高く評価できる。また、ヘリコプター発着設備、実験器具の放射性物質管理、化

学薬品の廃液処理といった「ちきゅう」ならではの特殊な安全・環境保全対策にもしっかりと

対処している。今後も慢心することなく、安全及び環境保全管理に万全を期すよう努める必

要がある。（詳細は参考資料２-５．３ 「ちきゅう」安全及び環境保全体制の整備） 

 

④ 船上研究設備・支援体制の整備 

「ちきゅう」が担う IODP 科学掘削の多くは、ライザー掘削の利点を生かして、できるだけ深

海底下の状態を維持してコアサンプルを回収し、それらを船上で即座に処理し分析・解析を

行うことが必須となっている。そのため、「ちきゅう」が「海の上の研究所」として機能するよう継

続した維持・整備が重要となっている。 

161



 

- 26 - 

SAS で決定された IODP 統一の測定項目に従って分析を実施すべく、X 線 CT スキャン

やガスモニタリングシステムなど、試料分析に必要な多くの設備が整備された。また、「ちきゅ

う」船上で行われた分析の結果や乗船研究者による記録などの科学データを蓄積・配布す

ることを目的とした船上データベース（JAMSTEC-Core Systematics、以下「J-CORES」という）

が整備され、乗船研究者に優先的にコア試料やデータの使用権があるモラトリアム期間（下

船後 1 年間）の後、インターネットを通して世界中に公開されている。船上研究設備の維持

管理及び IODP 統一の測定項目に沿った船上分析の実施については、海洋研究開発機構

から外部事業者に業務委託しており、「ちきゅう」が運航していない期間においても同事業

者によるメンテナンスが行われ、分析機器などが継続的に使用できる状態が確保されてい

る。 

以上から、「ちきゅう」における研究施設は極めて先進的なシステムを備えており、国際的

にも最先端の水準にあると評価できる。コア試料を船上にて解析する文字通り船上研究所と

しての機能を有していることを高く評価したい。また、人的な研究支援体制も充実しており、

外部事業者に委託している維持管理体制並びに技術者の質も高い。今後も「ちきゅう」の能

力に見合った研究成果を達成するために、機器の老朽化・陳腐化に備え、継続した研究機

器更新が求められる。（詳細は参考資料２-５．４ 「ちきゅう」の船上研究設備、支援体制の

整備） 

 

⑤ 高知コアセンターの整備・運営 

高知コアセンターは、米国及びドイツのコア試料保管施設と地域分担し、西太平洋及びイ

ンド洋を担当範囲とした、DSDP、ODP、IODP などにより採取されたコア試料を保管・運用す

るための陸上施設であり、同時に、コア試料に関する分析・解析の中核的な施設として機能

することが求められている。 

同センターが掘削研究の世界的な陸上拠点施設として機能するよう、これまでに、コア試

料の地球科学的、生物学的特性を明らかにするための解析を高精度に行える分析機器が

整備された。また、高知大学と海洋研究開発機構が協力して専門のスタッフを置き、適切な

メンテナンスによって分析機器などが継続的に使用できる状態が確保されている。センター

の利用については、高知大学が全国共同利用施設として共同利用研究課題を公募し、広く

国内研究者に利用の機会を提供し、同機構は分析機器の利用支援などを通じて協力を行

っている。 

以上から、高知コアセンターは陸上における保管施設として、またコア試料の処理や解析

を行う施設としても世界に誇れる 3 大コアセンターの一つとして機能しており、保管施設の拡

張や膨大な数の試料情報がウェブサイト検索できる機能強化など、設備の充実に向けた取

組も積極的に行われている。貴重な資試料を保管するだけに、今後も津波対策などに万全

を期すことが求められる。（参考資料２-５．５ 高知コアセンターの整備・運営） 
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６．１．３ 人材の育成について 

我が国の海洋掘削の推進を担う国内の研究者、技術者、計画推進実務者のIODPを通じ

た育成状況について評価を行った。 

 

（１） 研究者の育成 

IODP に関係する研究者の人材育成を図り、次代の IODP 活動をリードする研究者を確保

するためには、研究者の IODP に関する経験の蓄積、国内コミュニティの拡大、各大学・研

究機関における IODP 関連活動への理解増進が重要である。 

IODP の活動をリードする研究者の育成に関しては、全国 37 大学など 55 機関、15 の企

業体が参加する J-DESC が中心となり、全国の大学と海洋研究開発機構や独立行政法人

産業技術総合研究所などの研究機関が協力しながら、学生や若手研究者を対象にボラン

ティアベースで教育・普及活動を実施している。また、国際陸上科学掘削計画(International 

Continental Scientific Drilling Program、以下「ICDP」という)部会を通じて陸上掘削と連携し

た取組も行っている。具体的には、コア試料解析に必要なスキルを習得するための

「J-DESC コアスクール」や、地球科学の各分野の最先端で活躍する研究者などが講演を行

う「地球システム・地球進化ニューイヤースクール」、イベント会場と掘削船上をインターネット

接続によりライブ中継し掘削科学の現場の魅力を伝える「IODP 普及キャンペーン」などを開

催している。 

 ６．１．１（３）でも記述しているとおり、J-DESC を通じた研究者支援はよく機能しており、研

究者の経験蓄積やコミュニティの拡大、IODP 関連活動への理解促進に向け、大学院生や

若手研究者を対象にした教育・普及活動が活発に行われていることは評価される。今後は、

若手研究者の参画を促進し裾野を広げるための継続した取組が必要である。（詳細は参考

資料２-６．１ 研究者の育成） 

 

（２） 技術者の育成 

ライザー掘削技術は年々進歩していることから、海外企業の人材派遣を受けて我が国へ

の技術移転を図るとともに、常に最新の技術導入に努めながら事業を円滑、効率的に実施

することが求められる。また、「ちきゅう」の船上研究設備を常に最適な状態に保つとともに円

滑な研究活動を行うためには、研究機器の整備・保守や試料採取・分析、データの品質管

理などを行う科学支援員の育成も重要である。 

これまで、国内外における科学掘削及び資源掘削を通じた On the Job Training によって

掘削船運用技術（掘削部門、操船部門）に関する日本人船員の育成が進められ、我が国へ

の技術移転が図られている。掘削部門においては、平成 19 年度には日本人の割合が 0%で

あったものが平成 24 年度には 37％に増加している。操船部門においては、操船業務の重

要職部門である船位保持システムのオペレーターについて、平成 19 年度には日本人の割

合が 30%未満であったが、平成 21 年度には 100%となっている。 

科学支援業務については、入札により業務を外部委託しているため、同機構は本業務を

通じて得られる運用上のノウハウ・改善点の書面化を行い、それらが次の契約においても適
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切に承継されるよう努めている。また、同機構が新たに調達した計測機器などの講習会に事

業者を参加させることで、科学支援員によるサービスレベルの維持・向上を図っている。 

 ６．１．２（２）でも記述されているように、ライザー掘削船を運用するための国内人材が着実

に育成されている。特に、大水深及び強海流という世界で最も過酷な条件での掘削を成功

させていることは、日本にとって必要な技術能力向上に貢献している。更に、科学技術支援

のような高度な人材育成を、公募により業務委託の形をとりつつ効率性に配慮しながら実施

していることは高く評価される。（詳細は参考資料２-６．２ 技術者の育成） 

 

（３） 計画推進実務者の育成 

IODP の中心的役割を担う機関において我が国の人材が活躍することは、我が国の IODP

における存在感を高めることに繋がる。また国内研究者組織のより効率的、戦略的運営のた

めにも、科学的知識を持ちながらマネジメントに従事する者が重要な役割を果たしてきてお

り、その育成が課題となっている。 

現行 IODP において中央管理組織を請け負っている IODP-MI は、平成 15 年の創設以

来ワシントン事務所と札幌事務所の 2 事務所体制で運営されてきたが、平成 21 年の役員改

選によって日本人が代表に就任するとともに、同年 11 月に 2 つの事務所を統合し東京に移

転した。その後、日本人の人材登用も進み、平成 25 年 1 月時点で職員 15 名のうち 9 名が

日本人（平成 18 年 1 月時点では職員 22 名のうち 6 名が日本人）となっている。また、平成

15 年１0 月より文部科学省から NSF にリエゾンを派遣し、IODP-MI との契約管理業務など、

NSF との情報共有が図られた。 

なお、次期 IODP では、中央管理組織は廃止され、中央管理組織が担っていた業務は各

掘削船保有国に設置される運用委員会などに移管される。日本は今後、「ちきゅう」のため

の運用委員会である「ちきゅう」IODP 運用委員会（CIB）を主宰することとなり、これまでに培

った計画実務経験を生かして国際計画を独自に運営していくことが求められる。 

 IODP 開始当初は人材不足が懸念されながらも、常に米国と同等程度の議決権、参加者

枠を求めていく中で、IODP に参画する日本人研究者、技術者、マネジメント担当者の責任

分担も同等に求められてきたことから、その能力が高まってきていると評価される。国際的な

場で活躍できる人材の育成は我が国の科学技術・学術分野共通の大きな課題であり、一朝

一夕に達成できるものではなく、地道な努力が必要である。例えば、博士取得者を科学的

知識・経験が必要とされるマネジメントや専門技術支援に就かせるキャリアパスを用意するな

ど、人事体制の工夫も必要である。 

 

６．１．４ 国民への情報発信及び交流について 

「ちきゅう」がどのような研究活動を行っているかを国民に説明し、IODP の科学研究成果

やその将来性を分かりやすく国民に伝えることが重要である。また、展示や教育プログラムを

通じて知的好奇心を喚起させ、将来の人材候補である小中高生をはじめ、多くの国民に関

心をもってもらうことが地球科学の底上げのためにも重要である。更に、産業に応用できる技

術分野を中心に、産業界にも広く本計画の内容を説き、活動への支援や本計画を通じて育
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成された人材活用につなげるよう努める必要がある。 

海洋研究開発機構では国民への情報発信を広報業務と教育活動の 2 本柱で実施してい

る。広報業務としては、ウェブを活用した情報発信、サイエンスカフェやシンポジウムなどに

おける講演、「ちきゅう」一般公開などによる普及広報が行われている。若い世代の人材育

成による教育への貢献としては、小中高校との地学野外実習協力や出前授業、ネット中継

授業、小中高校向け船内見学会、理科教員向け船上研修、科学館との展示協力などが行

われている。また、専門家への普及広報活動としては、国内及び国際学会において展示ブ

ースを出展し研究活動などの報告が行われた。 

 様々な広報活動の結果、「ちきゅう」の知名度は高まり、その研究活動にも関心が集まって

いる。そして、研究活動に対する科学的な好奇心に対して、更なる詳細な情報提供が行わ

れる、といった好循環が見られる。一方、他の科学コミュニティとの横断的な繋がりについて

は、日本地球惑星科学連合などを通じた学術界での情報発信が積極的に行われているも

のの、他学会との連携など更なる取組が必要である。（詳細は参考資料２-７．国民への情報

発信及び交流について） 

 

６．２ 総合評価 

事前評価及び前回中間評価の際に大きな価値を有すると評価された深海地球ドリリング

計画は、今回の中間評価においても我が国にとって科学的、海洋技術的及び社会的に意

義が高いものであることを確認した。また、世界最高の科学掘削船である地球深部探査船

「ちきゅう」の建造及び高知コアセンターなどの関連施設の運用環境の整備、国際的な

IODP 推進体制の構築を中心とした我が国の主導国としての取組、人材の育成並びに国民

への情報発信といった我が国の取組は、科学的、社会的ニーズなどを踏まえ、関係各機関

により適切に行われてきていると認められる。 

次期 IODP においても「ちきゅう」は主要プラットフォームであり、すでに米国、欧州と乗船

交換枠が交渉・合意されるなど、国際的な枠組みの中で引き続き重要な役割を担うことが期

待されている。 

これらより、引き続き我が国が深海地球ドリリング計画を世界の海で推進することは極めて

有意義であると評価できる。今後は、その成果が最大限に得られ、社会に大きく貢献してい

くために、関係者が更に協力し、計画の充実・強化と一層の推進に取り組むべきである。 

ただし、深海地球ドリリング計画の推進に際しては、本評価において指摘された留意点に

対処することが必要である。特に、前回中間評価でも指摘された研究体制の整備及び人材

育成については引き続き積極的な取組が必要である。これまで、必要な研究推進組織は構

築されたと評価できるものの、IODP の根幹となる掘削計画の提案など関連研究活動につい

ては引き続き改善に向けて努力する必要がある。 

 

165



 

- 30 - 

 

166



 

 
 
 
 

地球深部探査船「ちきゅう」による 
南海トラフ地震発生帯掘削計画の進め方

に関する提言 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 8 月 
 
 
 
 

科学技術・学術審議会 
海洋開発分科会 

  

167

ywaki
テキストボックス
参考資料２－４



 

  

168



 

目次 

 

 

第 1 章 背景 .............................................................................................................. 1 

第 2 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の必要性 ............................................................. 1 

第 3 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画によって得られる成果 ............................................ 2 

(1) 付加体内部の地質構造の解明 ......................................................................... 2 

(2) 巨大地震震源断層の直接調査 ......................................................................... 3 

(3) 深部での地殻変動の観測 ................................................................................ 3 

第 4 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の経緯 ................................................................ 3 

(1) 掘削実施計画のステージ構成........................................................................... 4 

(2) ステージ 1 及び 2 掘削の経緯と成果 .................................................................. 4 

(3) ステージ 3 掘削の途中経過 .............................................................................. 5 

第 5 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の今後の進め方案 ................................................ 6 

(1) 技術検討委員会（TAT：Technical Advisory Team）による評価 ................................. 6 

(2) 科学掘削安全検討委員会掘削専門部会による指摘.............................................. 6 

(3) 今後の掘削計画案.......................................................................................... 6 

第 6 章 まとめ ............................................................................................................ 7 

 

 

＜参考資料＞ 

参考資料 1-1 科学技術・学術審議会海洋開発分科会名簿 ............................................... 9 

参考資料 1-2 海洋開発分科会深海掘削委員会名簿 ....................................................... 10 

参考資料 1-3 南海トラフ地震発生帯掘削計画の進め方に関する審議について .................... 11 

参考資料 1-4 委員会開催経緯 .................................................................................... 12 

（第 14 回深海掘削委員会 説明資料） 

参考資料 2-1 「南海トラフ地震発生帯掘削計画」の必要性について ................................... 13 

参考資料 2-2 「南海トラフ地震発生帯掘削計画」によって期待される成果 ............................ 17 

参考資料 2-3 「南海トラフ地震発生帯掘削計画」の全体計画とこれまでの経緯 ..................... 30 

参考資料 2-4 「南海トラフ地震発生帯掘削計画」の第 348 次研究航海の結果 ...................... 50 

参考資料 2-5 「南海トラフ地震発生帯掘削計画」の今後の掘削計画案 ................................ 57 

参考資料 2-6 深海地球ドリリング計画の予算推移、乗船研究者、成果論文 .......................... 60 
  

169



 

 

  

170



 

- 1 - 

第 1 章 背景 
地球深部探査船「ちきゅう」は統合国際深海掘削計画（IODP）（平成 15 年～平成25年）の枠組

みにおける最先端の科学掘削を達成するために建造され、米国の JOIDES Resolution （以下

JR）号、欧州の特定任務掘削船とともに国際共同プロジェクトの研究プラットフォームに供されてき

た。平成 17 年 7 月に就航後、約 2 年間の慣熟航海を行い、平成 19 年 9 月から本格的に IODP
航海を開始し、途中、平成 20 年のアジマススラスター（360 度方向転換できる推進器）の不具合や、

平成 23 年東北地方太平洋沖地震による津波被災のため、2 回の長期離脱を挟んで、現在までに

4 海域で 6 シーズン、13 回の IODP 航海を実施してきている。 
IODP の研究航海実施は、日本と米国が基本合意した枠組みにより、国際的な英知を集めた科

学審査・技術審査及び出資者による政策的な判断を経て決定されており、日本は相当の費用負

担をする中で、意思決定の各段階において米国と同等の決定権を有し、国際的な研究者・技術者

の支援を受けながら日本としても重要と判断される科学的な課題に取り組み、その推進に貢献して

きた。平成 25 年 10 月より新たな枠組みである国際深海科学掘削計画（新 IODP）へと移行したこ

とにより、科学審査プロセスはそのまま引き継がれたものの、掘削箇所決定にかかる技術審査や政

策的な判断はそれぞれのプラットフォームを保有する組織で実施することとなった。 
現在、「ちきゅう」が実施中である南海トラフ地震発生帯掘削計画は、前 IODPでの合意のほか、

独立行政法人評価委員会においても承認されている。現在実施している超深度掘削では、海底

下約 5,200m の巨大分岐断層/プレート境界断層接合部に到達する予定であり、昨年度の航海を

終えた段階で科学掘削としては世界最深記録である海底下約 3,000m まで到達している。前人未

踏の超深度掘削では孔壁崩壊など多くの困難を克服してきており、事業実施主体である独立行政

法人海洋研究開発機構（以下 JAMSTEC）は、これまで得られた知見を生かしつつ、国内外の技

術者による詳細な検討に基づき、今後の掘削計画案を複数策定し比較検討を行っている。 
今般、科学技術・学術審議会海洋開発分科会深海掘削委員会では、新 IODP の枠組みでの

「深海地球ドリリング計画」の推進方針を検討する観点から、南海トラフ地震発生帯掘削計画を継

続的に実施すべきか、実施する場合には掘削計画案の考え方は妥当であるかについて調査・審

議を行った。 
 
 

第 2 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の必要性 
地球深部の物質科学的研究は、地球深部探査船「ちきゅう」でなければ到達できない場所での

研究であり、現在も掘削の度に地震、火山等の発生メカニズムや地下生命圏に関する新たな事実

が発見されている。南海トラフ地震発生帯掘削計画では、プレートテクトニクスを基盤とした地殻変

動の歴史解明に伴い、日本列島形成史についての新たな見解が明らかになるなど、常に地球科

学の進歩に大きく貢献してきた。今後は、海洋プレートが沈み込んでいる場所を直接掘削し、得ら

れた試料やデータの科学的分析による、巨大地震や巨大津波の発生メカニズムやダイナミクスの

理解など、基礎科学への貢献が大いに期待されている。 
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一方、防災の観点からも「ちきゅう」の成果が期待されている。南海トラフを震源とする M8～9 ク

ラスの地震は約 100 年から 150 年周期で発生しており、日本近辺の他の海溝型地震と比べても想

定被害が大きく、発生確率も 30 年以内に 70％と高く見積もられている。平成 25 年 3 月に内閣府

が発表した「南海トラフ巨大地震の被害の想定について（第二次報告）」では、津波によるものだけ

でも死者数 10～20 万人にのぼると試算されているが、平成 26 年 3 月に定められた「南海トラフ地

震防災対策推進基本計画」では、津波等による人的被害削減を重要な課題として位置付けており、

南海トラフ地震による想定死者数を今後 10 年間で 8 割削減することを目標に掲げている。そのた

め、今後とも実施可能なあらゆる防災・減災に向けた努力が尽くされるべきであり、「ちきゅう」による

巨大地震発生域の直接掘削調査もその重要な研究課題の一つとして数えられる。これまでにも

「ちきゅう」による津波発生メカニズムの解明が防災計画策定に反映されており、「ちきゅう」により設

置される長期孔内観測装置は地震・津波観測網につなげられる予定である（1 箇所は接続済み）。

特に南海トラフを震源とする地震では地震発生から津波到達までの時間が短いため、できるだけ

早期に地震情報を伝える必要があることから、震源域に近い海底下の地震計が重要な役割を果た

すと期待されている。 
また、「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削は通常の海底油田掘削とは全く異なる地質環

境での掘削であり、かつ非常に変化の激しい気象・海象条件下での掘削となっている。2,000m 以

上の大水深、複雑な地質構造をもつ付加体、台風・低気圧の頻発といった日本近海特有の海象

条件は掘削遂行の大きな障害となっているが、高温・高圧といった極限状態での観測装置設置な

ど数多くの技術革新とそこで得られる知見は、今後、我が国の排他的経済水域内での海洋資源開

発を目指す上で貴重な基盤情報となるほか、民生用の先端技術の開発など他分野への応用も期

待されている。 
 
 

第 3 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画によって得られる成果 
「ちきゅう」による巨大地震発生帯の直接掘削では、大きくわけて①付加体内部の地質構造の解

明、②巨大地震震源断層の直接調査、③深部での地殻変動の観測、の 3 つの成果が期待されて

いる。 
 

(1) 付加体内部の地質構造の解明 
南海トラフでは、ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが比較的緩やかな角度で沈み込

んでおり、その際に海洋プレート上の堆積物がはぎ取られ、陸側に押しつけられることによって、付

加体が形成されているという基本理解がなされている。付加体は日本列島の骨格をなす地質構造

である。これまでの掘削によって付加体及び沈み込む前の海洋地殻の構造に関する新たなデータ

が加わり、さらには地質年代精度の向上により、地質構造進化の過程が明らかになりつつある。こ

の結果、日本列島形成史が大幅に見直される可能性も示唆されている。 
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(2) 巨大地震震源断層の直接調査 
南海トラフ沈み込み帯では、プレート境界及び付加体内には莫大なひずみエネルギーが蓄積さ

れているものと考えられており、岩石破壊の限界に達すると破壊を起こし、それがプレート境界断

層面を形成していると考えられる。南海トラフ地震発生帯掘削計画（ステージ 3）では、ここを掘り抜

いて地質試料を採取し、断層の物理・化学的性質を明らかにすることを目指している。海溝型巨大

地震の深部発生領域からのサンプルリターンは世界で初めての試みであり、断層試料の採取に成

功すれば、室内実験などにより、断層の摩擦特性の把握や破壊強度の推定等、巨大地震発生の

メカニズム解明に不可欠な情報をもたらすと期待されている。 
 

(3) 深部での地殻変動の観測 
南海トラフ地震発生帯掘削計画では、超深度掘削孔に地震断層やその周辺の地殻の微少な変

動を捉える長期孔内観測装置を設置する予定である。これらは将来的に DONET（Dense 
Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis：地震・津波観測監視システム）

につなげられ、地震観測網の一環として組み入れられる予定である。震源域により近い場所に地

震計が設置されれば、秒単位で緊急地震速報を早く出すことが可能となる。南海トラフにおける地

震では地震発生から津波到達までの時間は非常に短く、少しでも早く避難関連の情報を出すこと

が重要である。また掘削孔でのモニタリングを行うことによって、巨大地震の準備過程から破壊に

至るまで、そして地震の最中から終了後まで、全ての巨大地震プロセスを観測することも可能にな

る。更に、震源域近くの海底下深部において地震波やひずみ測定を行うことは、これまでの陸上観

測や海底面観測では探知できなかった地殻内の微少な動きを感知可能とするものであり、地震発

生のメカニズムを解明する上で画期的な成果に結びつくことが期待される。 
 
 

第 4 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の経緯 
地球の表面はプレートと呼ばれる剛体（厚さ 100km 程度）から構成されており、それがマントル

の対流によって移動しており、プレート同士の発散、収束、もしくはすれ違いなどが生じるプレート

境界部では様々な地殻変動が発生すると説明されている。特に海洋プレートが大陸プレートの下

に潜り込む「沈み込み帯」は、地震や火山に代表される大規模な地殻変動が表れている場所であ

り、その場所の掘削によって様々な地殻変動やプレートテクトニクスの解明が進むと期待されてい

る。沈み込み帯の、特に巨大地震の発生メカニズムを議論するために平成 9 年（1997 年）に開催

された国際科学ワークショップ「MARGINS SEIZE」では、今後の海溝型巨大地震の掘削調査の

対象候補として、南海トラフとコスタリカ－ニカラグア境界の 2 カ所が選ばれた。南海トラフが選ばれ

た理由は、過去 1000 年以上にわたる地震発生の記録が残されている事、プレート境界断層の固

着領域と考えられる部分が比較的浅いところまで延びており、掘削可能深度にあることが理由とさ

れた。ワークショップの後、国内外の研究者が共同で南海トラフ地震発生帯に関する 4 つの科学掘

削プロポーザルを作成した。平成 15 年にはこれら 4 つを統合するプロジェクトとして IODP 科学審
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査委員会で南海トラフ地震発生帯掘削計画が承認された。その後、掘削実施機関と科学者によっ

て4ステージにわたる掘削実施計画が策定され、平成19年より「ちきゅう」による掘削調査が開始さ

れた。以降、5 シーズン 10 回にわたる IODP 航海が実施されている。 
 

(1) 掘削実施計画のステージ構成 
南海トラフ地震発生帯の掘削実施計画は、科学掘削提案に基づき、その実施の効率性や科学

的な手順を勘案し、4 つのステージから構成されている。各ステージの概要は以下の通りである。 
 
ステージ１ 巨大分岐断層浅部やプレート境界断層浅部（海溝軸付近）を掘削し、地質学的特

徴や過去の変動の歴史、現在の応力状態などを把握する。 
ステージ2 巨大地震を繰り返し起こしていると考えられる断層（巨大地震発生帯）の直上浅部の

地層を掘削し、その地質学的特徴を把握するとともに、掘削孔内に観測装置を設置

して巨大地震発生に起因する地殻変動などを観測する。また、プレート沈み込みに

より将来巨大地震発生帯に持ち込まれる海底堆積物を掘削し、その地質学的特徴

を把握する。 
ステージ 3 超深度掘削（水深約 1,900m、海底下約 5,200m 付近の巨大分岐断層及びプレー

ト境界断層の接合部）を行い、巨大地震発生帯の地質学的特徴を把握する。 
ステージ 4 超深度掘削孔に地震断層やその周辺の地層の微小な変動を捉える長期孔内観測

装置を設置する。将来的に地震・津波観測監視システム（DONET）と接続し、地震

発生現場からリアルタイムでデータを取得する観測網の構築を行う。 
 
(2) ステージ 1 及び 2 掘削の経緯と成果 

ステージ 1 は平成 19 年 9 月から平成 20 年 2 月にかけて実施され、合計 6 地点（12 孔）で掘

削を行い、このうち 5 地点において科学掘削では初めて掘削同時検層（LWD：Logging While 
Drilling）を実施し、掘削孔内の各種物理データ取得に成功した。このデータから、掘削直後に発

生する微少な孔壁崩壊（ボアホールブレークアウト）を読み取り地層内応力の方向を推定すること

に成功した。その結果、付加体内部の大半でプレートの収束方向に平行な水平圧縮応力が働い

ていることを明らかにした。また、地質試料採取を 6 地点（19 孔）において行い、巨大分岐断層浅

部及びプレート境界断層前縁部の断層を解析したところ、この断層がこれまでに地震性の高速す

べりを経験していたとする、これまでの教科書を書き換える新たな発見があった。 
ステージ 2 は平成 21 年 5 月から行われ、科学掘削史上初めてライザー掘削（泥水循環式掘削

システム）を行い、カッティングス（掘削片）及びコア試料（柱筒状の地質サンプル）の採取・分析、

孔内応力の現場測定、2 船式地下構造探査などに成功し、今後の科学掘削の標準手順となり得

る多くの新たな科学分析手法を開発した。また、巨大地震発生帯に運び込まれる物質の初期状態

を把握する事を目的として、沈み込む側であるフィリピン海プレート上の四国海盆において掘削同

時検層及び地層温度の測定を行うと共に、基盤岩（玄武岩層）を含む地質試料の採取に成功した。
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これらの成果から、1600 万年前以降の本海域周辺の火成活動の変遷や巨大地震発生断層面の

変成・変質作用の解明に必須の熱流量の見積もりが行われた。平成 22 年には、ひずみ計、傾斜

計、温度計、間隙水圧計、広帯域地震計、短周期地震計、強震計など複数のセンサーから構成さ

れる初の長期孔内観測装置の設置に成功し、その後 DONET に接続し、海底ケーブルを通した

陸上でのリアルタイムモニタリングを実現している。 
一方、厳しい海象条件を克服するため、多くの技術開発が行われてきた。特に、速い海流によっ

て生じるライザーパイプの渦励振（VIV：Vortex Induced Vibration）を克服するために、ライザー

フェアリング（整流装置）や、リアルタイムでのライザー挙動解析システムの開発を行うと共に、高速

海流下での掘削作業手順の確立等、技術的な知見の蓄積が進められた。これらは資源掘削にも

活用されうる貴重なノウハウであり、知的財産としても価値のあるものである。 
 

(3) ステージ 3 掘削の途中経過 
ステージ3は巨大地震発生メカニズム解明のため、海底下5,200m前後に存在する巨大分岐断

層とプレート境界断層の接合部まで掘り抜く予定である。これまで 3 航海約 9 ヶ月間の掘削によっ

て海底下 2,922m まで到達し、科学掘削の最深記録を更新している。 
海底下 5,200m という深さは、通常の海洋地殻であれば、およそモホ面（マントル最上部）に到

達する深さであり、海洋性島弧であれば上部地殻を掘り抜いて中部地殻に到達する深さである。 
平成20年度に約1 ヶ月間かけて海底に掘削孔の土台となる孔口装置設置作業を行い、海底下

860m までケーシング（孔壁保全筒）を設置した。その後、他海域での掘削や津波被災等による中

断の後、平成 24 年度にライザー掘削を開始した。掘削そのものは順調に進められ、約 2 ヶ月程度

で海底下 2,005m まで掘削を行ったものの、速い海流下で寒冷前線の直撃を受け、強風の急激な

方位変化によって船体の位置保持が困難になり、緊急離脱時にライザー上部を損傷した。航海中

の修理及び代替品の入手は不可能であったため、この年度の掘削を中断した。この段階ではケー

シングが設置されていなかったため、次年度に海底下 860m から再度掘り直しとなった。 
平成 25 年度は掘削開始直後から 6 つの台風が発生し 1 ヶ月半の待機を余儀なくされた。その

後、海底下 2,010m でケーシングが停滞し、その直後にドリル先端部が抜けなくなりドリルパイプを

切断して脱出するという事態となった。さらに、残されたドリル先端部を迂回するため、特殊な装置

でケーシング側面に穴を開けるなどし、海底下 3,058m まで掘削を進めたところ、再度孔内状況が

悪化し、最終的には海底下 2,922m までケーシングを設置して掘削を終えた。 
途中、掘削同時検層によって、付加体内部及び断層そのものの物性を明らかにすると共に、6

回のコア採取を実施している。 
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第 5 章 南海トラフ地震発生帯掘削計画の今後の進め方案 
JAMSTECでは、ステージ3のこれまでの掘削作業結果を踏まえ、国際的な技術者グループや

国内の掘削専門家による評価や外部コンサルタントによる調査を行い、問題点の洗い出しを行うと

共に、対応策を検討した。それらの結果に基づいて深部掘削の計画案を複数作成し、それぞれの

実行可能性を検討した。 
 

(1) 技術検討委員会（TAT：Technical Advisory Team）1による評価 
Technical Advisory Team（TAT）は国際的な海洋掘削技術者から構成され、石油掘削業界に

おける最新技術情報などを基にこれまでの作業結果を評価した。外部コンサルタントによる追加的

な調査を含め、通常は使われることのない揚管作業中の LWD データなどを用いて詳細に孔内状

況を再現し、主な現象として以下の事項を指摘している。 
・ 掘削後、時間経過とともに急速に孔壁崩壊が進んでいる。 
・ 地層の傾斜が急であり、泥水の浸潤とともに孔壁が剥離破壊して崩壊していると想像され

る。 
・ 泥水による圧力、泥水による循環が弱まると、剥離した石片がドリルビットの上にたまり、致

命的な抑留状態に陥る。 
 

(2) 科学掘削安全検討委員会掘削専門部会2による指摘 
科学掘削安全検討委員会掘削専門部会は国内の有識者から構成され、TAT の評価に基づき

今後の掘削の進め方について以下のような具体的な指摘を行っている。 
・ エクスパンダブルケーシング（孔内挿入後に径を拡張させることのできる孔壁保全筒）など

を活用し、ケーシング枚数に余裕を持たせ、短い距離でケーシングを重ねることができるよ

うにする。 
・ 孔壁に浸潤しにくい泥水を採用する。 
・ 泥水の圧力が最適となる詳細な泥水管理、孔内管理計画を策定する。 
・ 泥水の循環を止めずにドリル管の継ぎ足しが出来るシステムを導入する。 
・ リアルタイムにロギングデータが把握できるシステムや最新の掘削シミュレータソフトを導入

する。 
・ リスクアセスメントを含めポリシーを持ったマネジメント体制を構築する。 

 
(3) 今後の掘削計画案 

上記の検討結果を受けてJAMSTECでは15通り以上の掘削案を作成・検討し、現段階で以下

に示す 3 通りの掘削計画案に絞り込んでいる。 
                                                   
1 Technical Advisory Team（TAT）：JAMSTEC 地球深部探査センター（CDEX）へ技術的な助言を

行う、技術検討委員会。国際的な有識者から構成されている。 
2 科学掘削安全検討委員会掘削専門部会：JAMSTEC の外部諮問委員会の 1 つで、主に科学掘削

の安全に関する技術的アドバイスを受けるため、国内の有識者により構成されている。 
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（ア）これまで到達した最深地点から掘削を継続 
（イ）海底下 2,010m 地点まで戻り、側方に枝分かれさせて掘削を再開 
（ウ）新たに海底面から別の孔を掘削 

 
表 各掘削計画案の得失 

 （ア） （イ） （ウ） 
掘削始点 現在の最深到達点 13 インチケーシングの

末端 
海底面（新規掘削） 

最終孔径 6 インチ 6 インチ 8.5 インチ 
最大ケーシング 
枚数 

4 枚 5 枚 8 枚 

ケーシングデザイ

ンの自由度 
低 中 高 

作業リスク 高 中 低 
必要作業日数 
（連続航海の場合） 

230 日 260 日 319 日 

解説 エクスパンダブルケーシ

ングを用いても、ケーシ

ングの残りは 4 枚のみで

あり、限られた選択肢の

中での掘削となる。 

ケーシングの残り枚数が

1 枚増えるほか、ケーシ

ングの径が大きくなるこ

とにより掘削作業の選択

肢が増える。 

これまでの地層等の情

報により掘削時間を節

約でき、掘削作業の選

択肢が大幅に増え、余

裕を持って掘削できる。 
 
目標である巨大分岐断層に到達する孔の大きさは、（ア）案と（イ）案では 6 インチとなるが、（ウ）

案では 8.5 インチとなり、断層帯での研究活動内容の選択肢が大幅に増える。一方、掘削作業に

かかる時間及び資金は（ア）案から（ウ）案にかけて増加し、（ウ）案では 3 年程度の作業期間になる

ことが予想される。 
 
 

第 6 章 まとめ 
南海トラフ地震発生帯掘削計画は、世界の科学者が認める科学的意義の高い研究活動であり、

これまでの国際共同研究活動によって画期的な成果が生み出されてきた。また、我が国の地震防

災の観点からも重要な位置付けにあり、とくに超深度掘削（ステージ 3）において巨大分岐断層/プ
レート境界断層接合部を掘り抜くことで、世界初の海溝型巨大地震発生メカニズムの解明につな

がる重要な成果が上げられることが期待される。 
一方、前人未踏の領域での掘削作業は多くの技術的困難に直面し、その度に最先端の技術を

駆使して克服してきている。これらは新たなイノベーションにつながる重要な挑戦であるが、今後さ
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らに難しい掘削環境が想定される中でそれらを克服して超深度掘削を完遂するには相当の技術、

時間及び費用が必要である。 
本委員会としては、南海トラフ地震発生帯掘削計画に期待される科学的成果や社会的貢献に

鑑み、「ちきゅう」による掘削を継続することが妥当であると考える。 
ただし、「ちきゅう」という先端科学計画の実施に貴重なプラットフォームを占有する時間等に鑑

み、次の考え方に基づき計画案を選定し実施すべきと考える。 
 

1. 早期に巨大分岐断層/プレート境界断層接合部を掘り抜くことを目指す。 
2. そのため、超深度掘削（ステージ 3）は、連続する 2 会計年度内での完遂を目指す。様々

な理由によりそれ以上かかると見込まれる場合には一旦休止することを含め技術の進歩

や社会情勢等を鑑みて決定する。 
3. 掘削方法の選択に当たっては、計画案それぞれのリスクを徹底的に検証し、上記第 2 項

の方針を考慮しながら、できるだけ成功確率の高い手段が選択されるよう技術合理性に

基づいた判断を行う。 
 
また、地震防災の重要性から、現在浅部に設置されているものを含め、海底下の長期孔内観測

装置については可能な限り DONET につなぎ、できるだけ速やかにリアルタイムモニタリングシス

テムを構築し、データの公開に努める。  
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